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市民福祉委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ９月 ８日   開会 １０時０３分  閉会 １１時４５分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   坊 野 公 治   荒 木 謙 二   河 合 謙 治   上 野 安 是 

   佐 藤   豊   井 口   勇   森 本 典 夫 

 

４．欠席委員名 

   な  し 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長      宮 地 俊 則 

  （２）事務局職員 

    事 務 局 長  三 宅 道 雄    事 務 局 次 長  岡 田 光 雄 

    主     任  大 山 次 郎 

 

６．傍聴者 

  （１）議 員   なし 

  （２）一 般   なし 

  （３）報 道   なし 

 

７．発言の概要 

委員長（坊野公治君）  ただいまから市民福祉委員会を開会いたしたいと思います。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

〈所管事務調査について〉 

〈放課後児童クラブについて〉 
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委員長（坊野公治君）  先日、所管事務調査として学童保育の施設整備の検討ということ

で４クラブのほうを視察させていただきました。大変ご苦労さまでした。 

 そうした中で、それをもってして、本日はこの放課後児童クラブの現状の把握についてを

まず行いまして、その後、施設のアンケートについて、またそして現地視察で見えた施設の

問題点について皆様方からのご意見をいただきたいと思います。 

 お手元の資料の中に現在、第２回井原市子ども・子育て会議資料というところで資料をつ

けさせていただいていると思います。 

 その中で、まずはちょっと現状把握ということで、済みません、これ抜粋なのでページ数

は飛んでいるところがありますので、このたびの内容についての必要事項のとこだけを抜粋

させていただいております。 

 その中でまずは５０ページ、５１ページをお開きいただきたいと思います。 

 子ども・子育て会議の中で、資料として、現在の小学校の家族状況についてという調査事

項がありまして、５１ページの１の５項、家族構成、この中で２世代世帯が約６割を占めて

いるということが現在の現状としてあらわされています。 

 そうした中で、５２ページをお開きいただきたいと思います。 

 この子供の育ちをめぐる環境について、日常的に祖父母等の親族に見てもらえるというの

が４５％という形で約半数、半数以上がなかなか祖父母等の親族に見てもらえないという現

状を見たところ、まずはこの学童保育の必要性というのはあるのではないかというふうな現

状が把握できると思います。 

 そうした中で、済みません、ちょっとページ戻るんですけれども、２ページ、就学前の子

供についての家族状況についてのほうも調査してあります。そうした中で続きの３ページ、

就学前の子供において２世代世帯、子供と親だけの世帯というが６２．５％ということで、

小学校の子供たちよりもさらにふえた状態で６割以上の家族が祖父母と一緒に暮らしてない

という現状があります。 

 そうした中で、またその４ページ、日常的に祖父母の親族等に見てもらえるというのは、

やはり４５％しか見てもらえてないということを考えますと、現在もなかなか祖父母に家で

学校が終わった後に見てもらえない、またこれから学校に入ってくる就学前の子供たちにお

いてもほぼ同様の数字が出ているということを見ますと、やはりこの放課後児童クラブは必

要な施設であるということが、この資料の中から見てとれるというふうに思われるのではな

いかというふうに思います。 

 そして、下の６４ページというところをお開きいただきたいと思います。 
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 ここで放課後児童クラブについての要望と問題点というふうな形で調査していただいてお

ります。そうした中で、下の放課後児童クラブに対する要望、放課後児童クラブを利用して

いる人の中で、現在のままでよいという方が約３７％なんですけれども、ほかの方が大体何

かしら要望を出されている中で施設整備の改善というのが、この要望の中では一番２１％と

いうことで多いというふうに見られます。 

 それで、隣のページ、６５ページを見ていただきますと、放課後児童クラブに対する満足

度の中では、この施設整備の数字がやはりかなり低い。２回の調査で若干改善点は見られる

んですが、他の例えば病気やけがの対応とか、その辺に関しての満足度の中ではやはり施設

環境についての満足度が低いというふうな形がこの数値としてあらわされております。 

 こうした中で所管事務調査として調査させていただいている中で、やはりこの放課後児童

クラブの改善、その中で施設整備ということは必要ではないかということがこの数字からも

見れるのではないかなというふうに思います。 

 済みません、事前配付してないので、今見ていただいたような形になると思うんですが、

この数字を見られて皆様方から何かご意見はございますでしょうか。 

委員(佐藤 豊君)  今、委員長のほうから説明があったとおり、現在の核家族化が鮮明に

出ているんじゃないかというふうに思います。昔はおじいちゃん、おばあちゃんが家でおっ

てくれて、僕ら学校から帰ると、おじいさん、おばあさんがおやつをくれたり、遊びに行っ

てくるというて、その報告もできたりとか、そういう形もできたんですけれども、今はもう

親御さんが保護者の方が共働きという状況の家庭が本当にふえてきているんだなというよう

な現状を感じております。 

委員長（坊野公治君）  平成２６年度の放課後児童クラブの状況表ということで、この１

枚物の学校別児童数及び放課後児童クラブの登録児童一覧という紙を出していただきたいと

思います。 

 これはことしの５月１日現在で市内の小学校全ての児童数、そして１年生から３年生まで

の学童クラブの利用数、４年生から６年生までの学童クラブの利用数、そして全体の数字を

あらわしています。児童クラブが現在どれぐらいの割合で利用されているかということの把

握をするためにこの資料をつけさせていただいております。 

 各学校において大小の違いはあるんですけれども、児童クラブが主に必要とされる１年生

から３年生においては、平均すると３３．７％の利用がされております。４年生から６年生

になりますと、授業数もふえますので、利用数は大体減ってくるんですけれども、その中で

７．８％の方が利用されております。平均しますと１９．９％、２割の子供たちが学童クラ

ブを必要としているという数字はこれをもって確認できるところであります。 
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 そうした中でやはり重要なのは、学童クラブが必要とされる１年生から３年生においては

３３％、３割の方たちが学童クラブを必要とされているということが、やはりこの資料を持

ってして重要ではないかというふうに思われます。 

 ですから、最初の子ども・子育て会議の現況、またこの現在の市内小学校においての放課

後児童クラブの利用状況を見てしても、この放課後児童クラブというのが現在も本当に小学

校の生活にはなくてはならないものではあろうというふうなことを現状把握できると思いま

す。 

委員（佐藤 豊君）  傾向としては、中心市街地より市街区外の子供さんが放課後児童ク

ラブのほうに入られておられるというような状況に見えるんです。その背景は想像するにや

っぱりお父さん、お母さんが留守をされとって、中心市街地で学校までの距離が長いとか、

また子供が一人で出歩くと非常に危険な場所が多いとかというような背景がこういったとこ

ろにも出ているんではないかというふうに考えます。感想です。 

委員長（坊野公治君）  続きまして、先日行いました放課後児童クラブに関するアンケー

ト、そのアンケートをもってしての先日行いました各４クラブに対しての視察について、皆

様方から何でも構いませんので、ご意見をお聞かせ頂きたいと思います。 

委員（佐藤 豊君）  全体的に感じるのは、放課後児童クラブの施設と学校施設の連携と

いいましょうか、アンケートにもありますけれども、子供の遊び場が狭いとか、トイレが遠

い、衛生面でトイレが余りよくないといったこと、また子供が急な熱、または病後、ちょっ

と不安定な状況のときに静かに寝さすスペースがないとかということを考えると、やっぱり

学校と連携してそういった子供を保健室で預かるとか、また学校で遊べることが普通にでき

るような環境づくりとか、やっぱりそういったことも考えていく中で、最終的には学校の余

裕教室というものが整えられるのならば、教育委員会または校長会を通して、積極的に今後

活用するということが、ここにもありますけれども、耐震化、安全面の不安も払拭もできま

すし、子供の衛生的なトイレ等との環境も大分改善できるんじゃないかというふうに思いま

すんで、僕は積極的に学校と教育委員会との連携を図りながら、学校の余裕教室を活用する

といった方向性を強くこのアンケートでは感じておるところです。 

委員長（坊野公治君）  現地視察をさせていただきまして、やはりどういう順番になるか

という、その辺は担当課また教育委員会との話もあると思いますが、やはり年次的に求めて

いくべきであろうということは思います。 

 そうした中でやはり一つの委員会としての方針というのですか、その辺を私は出していっ

とくべきかなというふうに思いまして、やはり今佐藤委員が言われました余裕教室の活用、

これは以前の議会答弁でも教育長のほうが答弁されているというのもありますので、やはり
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余裕教室を求めていくということをまずは委員会の意見として出していくべきではないかな

というふうに思いますけれども。 

委員（佐藤 豊君）  実質、荏原小学校等々も余裕教室を活用されている現状がありま

す。そうした中で学校管理者である校長とやっぱり放課後児童クラブを運営されている運営

委員会また指導者との連携がぎくしゃくしているのかというような現状を余り聞きません

し、僕はそういった関係性がうまくとれれば、そういった方向性が一番ベターじゃないかと

いうふうに思うんですが、そういったことを積極的に教育委員会のほうにも申し出をしても

いいんじゃないかと思うんですが。 

委員長（坊野公治君）  このアンケートから見えてきたもの、そして現地視察でも、やは

り早急な施設整備を求めていくというのは、この委員会の意見として出していくと。その中

でまずは余裕教室を教育委員会、執行部また教育委員会のほうに求めていくという形で提言

書のほうを提出させていただくという形をとらせていただく結論でよろしいでしょうか。 

委員（佐藤 豊君）  私はいいですよ。 

委員（森本典夫君）  そういうことでいけばいいと思いますけども、基本的なこととして

役所のほうがこの児童クラブの施設について、どういう施設でないといけないというふうな

考えを持っておられるのか、実際に何カ所か施設を回らせてもらって、それからアンケート

でもそうですし、市のアンケートでもそうですが、施設がいろいろな条件が悪いというよう

なことが出ている中で、そういう施設について教育委員会が基本的にはどういうふうに考え

とるのかということが大前提だというふうに思うんです。 

 そういう中で今出たような話も具体的には余裕教室を使っていくというようなことも提言

していくということだと思うんですけども、市としてこの児童クラブの施設についてはどう

いうふうな基本的な考え方を持っとんかというふうなこと、地域のそれぞれの児童クラブに

お任せということにはならんというのが僕の基本的な考え方なんで、そこらあたりもとりあ

えず前段としてというか基本的なこととして、そこはちょっとなかなか難しいんです、提言

としてまとめるのは難しいと思うけども、そのあたりをはっきりさすべきだというようなこ

とを、どういう形で言うのがいいんかわかりませんが、基本的なことで押さえていかにゃあ

いけんというふうなことがあるんで、そこらあたり何かいい表現の方法があって、どう思う

とんなというようなことが大事なんじゃないかなと。それで、その基本に沿えば、改善せに

ゃあいけん箇所がいっぱいあるわけなんで、そこらについてはどうするんなというところに

展開されるんじゃないかなというふうに思う。その中の一つの例が余裕教室の使用というよ

うなことになってくると思うんですけど。 

 現在の施設を改善充実ということになれば、予算的な面でもかなりかかるわけですから、
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そういう意味ではどのぐらいのものなら市が改善していけるのかどうなのかということも含

めて、市としてどういう考え方を持っとんならということが大変大事じゃないかなというふ

うに思うんで、そこらの表現の仕方をちょっと僕もようわかりませんけど、そこが大事なん

じゃないかなというふうに思いますが。 

委員長（坊野公治君）  市としてはやはりまずはガイドラインの中で広さとかそういった

面の基準というのは設けていると思います。そうした中で、この小さい資料です、この現況

の中に施設の建築年度とか耐用年数というふうな形で耐用年数が経過している分に関しては

求めていかなければならないのかなというふうには考えております。 

 そうした中で、やはり耐震化ということも考えていけば、やはり教育委員会の答弁の中で

あった、余裕教室に井原市の場合はあと井原中学校を残して耐震化ということが全て終了し

ておりますので、その耐震化もクリアできるのではないかなというふうな方針は持たれてい

るのではないかなと。ただ、どうしても学校によっては余裕教室を求めることができない学

校というのもやはりあるようには聞いておりますので、その辺のことも含みながら提言させ

ていただくという形になるんですかね、私がちょっと聞いたらおかしいんですけど。 

委員（佐藤 豊君）  ちょっと僕自身記憶になかなか残っていないんですけど、教育長の

議会での質問に対して、余裕教室の活用についてはどのような方向性の答弁があったか、わ

かればご紹介をしていただければと思うんですが。 

議会事務局主任（大山次郎君）  先ほど、教育長というお話だったんですけども、余裕教

室で会議録を検索をいたしましたが、一番最近出とりますのが平成２３年９月定例会で、森

本議員さんの学童保育施設の耐震診断をすべきではないかという質問に対して、市長の答弁

があります。その市長の答弁でございますけれども、市としましては本来のところの事業の

趣旨あるいは安心・安全面から考えますと、耐震化が完了した学校の余裕教室を活用してい

くことが最適だと考えておるところであります。平成１９年３月に文部科学省と厚生労働省

から放課後子どもプランの推進に当たって、学校教育に支障が生じない限り、余裕教室の利

用や小学校の敷地内での円滑な事業の実施が図られるようにとの通知もあります。したがい

まして、今後老朽施設で活動している児童クラブにつきまして、教室の利用状況を見なが

ら、可能なところから活動場所を学校の余裕教室へ移行する方向で教育委員会、学校と協議

を進めてまいりたいと考えておりますという答弁が出ております。 

委員（佐藤 豊君）  今、事務局のほうから調べていただいた報告をしていただきまし

た。 

 市長は学校サイドと、余裕教室がある場合は協議をしながらそういった活用をしていきた

いというような前向きな姿勢のように感じましたんで、市長がそういった方向性で考えてお



- 7 - 

られるんなら、我々も積極的に現地視察した現状等々を踏まえて、そういった方向性で訴え

ていくというようなことが今必要になってくるんじゃないかと思いますが。 

委員長（坊野公治君）  先ほど森本委員さんが聞かれた、その市の基本的な方針というの

も今の市長の答弁であらわされているんではないかなというふうに思いますので、その辺の

ことも含めまして提言していくという形でよろしいですか。 

委員（佐藤 豊君）  僕はいいですよ。 

委員（森本典夫君）  基本的な考え方をというて言うたけども、それじゃあ漠然としとる

んで、先ほど来言ようるように、老朽化施設それからもう本当に困っとんだという施設につ

いては、市としてかなりの予算をつけて改善、充実しなさいというふうなのを１項入れてい

ただければ、ほんならそこで市の考え方が出てくると思うんで、基本的な考え方も含めて。

だから、それぞれのクラブから改善してほしいというようなところが出とると思うから、そ

ういう意味では、そういうのを思い切って予算づけして、改善充実をしてくださいというよ

うなのを１項入れたら、それに対してまた回答が来ると思うし、それにプラスの先ほど今市

長の答弁も紹介されたけども余裕教室、議長の話じゃないという話じゃけど、ないという中

でどうにか余裕教室を利用できるようなことも含めて余裕教室を使うようにというような提

言もできればというふうに思います。 

委員長（坊野公治君）  具体的にどのような提言をしていくかという内容を今ご紹介いた

だきました。今、森本委員が言われました、老朽化した施設については、予算をしっかりと

つけてということをお願いしたいと。それにプラス市長が答弁、以前されてたように余裕教

室を積極的に求めていくということを文言に入れてはどうかと。ほかに皆様方からのこうい

ったことを提言していけばいいんではないかというような、具体的でもいいと思いますの

で、ご意見はございますか。 

委員（佐藤 豊君）  今、森本さんが言われたこともすごくもっともなことだと思うんで

す。現実的に旧の農協事務所、今お借りしとるというような状況が２カ所とか、あとは保険

センターとか、それはそういうのは行政的なところは行政でお金をつぎ込んでもいいわけで

すけども、旧農協なんかを借りてるとかとなってくるところにお金がどれだけつぎ込めるの

かということですね。借りてる施設に対して、その辺も判断していかにゃあいけんのんじゃ

ないかと思うんです。 

 森本さんが言うてることは至極もっともだと思うんです。けれども、その辺のことまで考

えて、どこまで行政が突っ込んだ姿勢で取り組みをしてくれるかということもちょっと考え

にゃあいけんのんかなというふうには思うんですが。 

委員長（坊野公治君）  森本委員が言われたのが、例えば余裕教室があれば余裕教室を求
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めていく、無理であれば多分専用の施設を求めていく、例えばそれが多分稲倉の状況なんか

でも見れば、あそこは家賃の負担が多いから家賃を市のほうが幾らか負担していただけれる

か、そういった形で言われたと私はちょっと理解しとるんですけど、そういう形の理解でよ

ろしいですか。 

これはちょっと皆さんにお聞きするべきことだと思うんですけれども、例えば具体的にこ

こというような事例を出すべきかどうなのかということも私はちょっと考えるんですが。 

 でも、それを優先順位をつけると、じゃあそこから外れたところが、うちはせんのんかと

いうような形になるかもしれないんで、具体的にするよりはある程度老朽化した施設から年

次的にとか順番にとかというような表現でいいのかどうなのか、皆さんはどのようにお考え

になられますか。 

委員（森本典夫君）  この前、視察に言った中では県主が古い施設を使っている、地元の

人がいろいろ直してくれようるという話もしょうられましたけれども、ちょうど右前に公民

館の分館があって、指導者の方もあの分館を使わせてもらえりゃあええのになという話もあ

りましたけど、そのクラブがお話をすると同時に、市としてもあの分館を昼のこの時間帯を

使わせてもらうというような話をしていただいて、あそこが使えるようにしていただくとか

というような働きかけもやはり市としてもしていく必要があるんじゃないかなというふうに

ちょっと感じたんじゃけども、それは対公民館じゃから、公民館のほうがええ言わにゃあい

けんわけじゃけど、その利用時間帯、主には夜使うのが多いというふうなことだろうと思う

んで、昼間そういう形で使わせてもらうとかというようなことも働きかけるということで、

具体的にどこかを挙げてという話にならんということになれば難しいけども、もしなるなら

ばそういうところはそういう働きかけを市としてもしてはどうかというような話を、言って

みれば文章化するとかというようなことをすれば、より具体的になるんかなと、この前視察

した範囲の中では。 

委員長（坊野公治君）  具体的にその地区を挙げる、確かに今の県主のであれば、その指

導員さんも、あれも多分旧農協の支所だと思うんですけれども、いまのが旧、旧の支所なん

でかなり老朽化されとるんで、ですから文言としてはその地区の状況に応じてというような

形で入れるとか……。 

委員（森本典夫君）  新しい施設を求めるとかという形でな。 

委員長（坊野公治君）  そういった形の文言を入れるという形でもいったほうがよろしい

ですか。地区を具体的に出すのは私はどうかなというふうには考えるんですが。 

委員（森本典夫君）  今委員長が言われたような形で文章化すれば、具体的にどこがある

じゃろうかなあというて考えてくれてんじゃねえでしょうか。 
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委員長（坊野公治君）  では、そういった形で予算もつけていただきながらという、その

クラブに応じての状況ということも考えていただくという形で提言していくという形でよろ

しいですか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  では、ある程度のひな形も考えて、文章のほうはまた事務局と委

員長、副委員長のほうで作成させていただきまして、また次の委員会で皆様方に提示して、

それをまた議論していただくという形をとらせていただきたいと思います。 

 そうした中で、この提言書の提出の仕方についてちょっと皆様方に協議していただきたい

ことがありまして、委員会で決定させていただく提言書なので、委員長名で出すべきではな

いかというような意見もありました。そうした中で、やはり議会として提出するので、例え

ば全員協議会で協議をしていただいて決定をいただいて、議長名で提出するのがいいんでは

ないかという意見も、実を言うと済みません、先んじて事務局とまた議長と副議長とも話を

させていただいておりました。そうした中で、私としては委員長名で、委員会の決定であり

ますので、委員会で決定したことを全員協議会にかけて、じゃあほかの委員外の議員さんが

それはだめというふうには多分ならないことだろうとは思いますので、ですから委員長名で

提言書を作成させていただいて、全員協議会で市民福祉委員会はこういった提言書を市長宛

てというか執行部宛てに出させていただきますということの報告をさせていただいて、提出

させていただくという手順でいいのではないかなと。この手順はまた議会運営委員会のほう

で諮っていただいて、これから先、多分総務文教とか建設水道も提言書を出されるというふ

うな計画にもされてますので、うちの委員会としては、済みません、私の意見としてはその

ような形で、ですからもちろん本会議での議場で本会議での報告という形にもならないとは

思います。議案でもないですし条例でもありませんので。ですが、委員会として提言させて

いただくという形をとるのがいいんではないかと思うんですが、これについてやはり委員会

としてこの意見を統一していきたいと思いますので。 

委員（森本典夫君）  今の委員長の提案でいいと思います。 

委員（佐藤 豊君）  私も委員長提案でいいと思います。やっぱ委員会の所管事務として

捉えて最終的なそういう意見書を上に上げていくということですから、やっぱり委員長名で

いいんじゃないかというふうに思います。 

委員（森本典夫君）  ちょっと１つひっかかるのは、議運で諮ってというんか、協議して

もらってという話じゃろう。じゃけえ、３つの委員会の扱いを議運で決めていくというニュ
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アンス。 

委員長（坊野公治君）  議会運営委員会では、例えば委員会がこのような提言書を出した

ときの取り扱いについてを、例えばじゃあ市民福祉はこういう出し方をします、建設水道は

こういう出し方をしますということにはならないと思いますので、まずは議会運営委員会

で、このたびは、まずはうちが先んじるようにはなるとは思うんですが、こういうふうな形

で提出させていただこうと思いますというのを、そこで議会運営委員会の中で、じゃあ全協

で諮らにゃあいけないのではないかという意見が出れば、またそこでは審議になると思うん

ですが。 

 ですから、この出し方、委員会としての提言書の出し方をやはり議会運営委員会のほうで

統一しとくべきではないかなというふうには思うんですが。 

委員（森本典夫君）  そこらは全体のことを見ながらやっていただきたいと思いますが、

例えば調査特別委員会とかというのができたりすれば、それはもう全体で本会議で確認し

て、それで委員も選んで調査して、最終的には本会議で報告するというふうな形、委員長が

報告するというような形で終わるわけじゃけど、それとちょっと今委員長も言われたけど、

ただ委員会だけの決まりなんで本会議で報告するということにはなるまあとは思いますけ

ど。 

 そういう調査特別委員会等とのやり方と、当委員会の扱いというのはおのずと違うんでし

ょうけど、そこへ議運がというのが僕はちょっとひっかかる部分があるんで。その調査特別

委員会なんかは、当然ながら調べて結果、本会議で報告するという中で議運が絡んでくると

いうようなことは何かなかったというふうに思うんじゃけど、そこらあたり事務局どんなで

しょうか。 

議会事務局長（三宅道雄君）  先ほど委員長のほうからもお話があったかと思うんですけ

れども、やはりこの所管事務調査の内容についてそれぞれ３委員会から執行部に対して提言

をしていこうというやり方というのは初めてのことであります。今年度が前例になるかどう

かというのは別にいたしましても、ある程度の調整が必要だろうというふうに考えます。で

すから、各常任委員会の決定事項だけで前に進んでいくのじゃなくて、やはり全体的な流れ

を調整する上でも議会運営委員会のほうにその都度、必要な都度お諮りして、進行方向につ

いてある程度の調整をすることは必要だろうというふうに考えております。 

委員（森本典夫君）  その必要な都度というのは、例えば今回市民福祉がこうやりますと

いうことで議運でそうしてやっていただいて結構ですというふうな話になれば、ほかの２つ

の委員会もそういう形でいくということでなくて、建設水道、総務文教、その都度という意

味、その都度というの、どういう意味。 
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議会事務局長（三宅道雄君）  総務文教委員会それから建設水道委員会というのは進捗度

からすれば、当委員会よりも若干おくれているというふうに認識しております。そういうこ

とですから、前例になり得る話でもありますので、その前例を他に周知する上でも委員長が

言われる議運の場でこういった進捗状況あるいはこういった手法を使っているんだよという

情報共有というのは何らかの場で必要だろうと、それが議運の場が適当ではなかろうかとい

うふうに判断したと、事務局としてはそういうふうに思っとるということでございます。 

委員（森本典夫君）  その基本的な考え方はわかるんですけど、その都度という表現をさ

れたんで、今回はそういう形でいけばいいと思いますけど、その都度というのはほかの委員

会もその都度議運へ諮ってやるのか、今回の市民福祉がそういう形でいってよろしい、今委

員長が言ようるような進め方でやっていってよろしいという話に議運でなれば、あとの２つ

もそれでいくということになれば、その都度ということにはならんがなというふうなちょっ

と疑問があったから質問しました。 

議会事務局長（三宅道雄君）  私の申し上げましたその都度というのは、当然今回も含め

まして、将来も含むわけですけども、実は翻って過去に行われるべきであっただろうという

ことです。提言というものが、すなわちどういったところまでを提言とみなすのか、要望と

どこが違うのか、あるいは提言、執行部に対するアナウンスの仕方についてどういうふうに

捉えていくのかというふうなことにつきまして、本来なら３常任委員会である程度足並みは

そろって、それに基づいて行程が組まれるべきであったんですけれども、そういったことが

行われてなかったということもあります。そういったことですから、その都度行われるべき

であったというのが正しい表現かもしれません。 

委員（森本典夫君）  わかりました。 

 今局長からも言われましたように、議運を絡めて進めていっていただきたい。ちょっと僕

はひっかかっておりますけども、それで行きましょう。 

 

〈子ども・子育て支援新制度について〉 

 

委員長（坊野公治君）  子ども・子育て支援新制度については、先日、第４回の子ども・

子育て会議も開かれまして、ある程度の骨子ということも出ております。これは私としては

次の定例会中の委員会の中で審議させていただければなというふうに思っております。 

 そうした中で、今皆様方にお手元に所管事務調査の提案書ということで、放課後児童クラ

ブの施設整備については今回ある程度、ある程度というか、もう提言書をまとめさせていた

だきまして作成して、また皆様方に審議いただきたいと思います。あとは、運営情報と管理
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運営体制ですね、指導員の確保とか、その件をその施設を除いた面について今後は調査研究

をまた引き続き会期中の委員会もしくは閉会中の継続調査として行っていきたいと思いま

す。それについて、また執行部への質疑事項また資料要求についての希望というか、これを

とりたいと思いますので、まずは放課後児童クラブについて、続きまして子ども・子育て支

援新制度についての執行部への質疑事項、または資料要求についての希望を１９日、来週の

金曜日、１９日まで各委員さんのほうで書いていただきまして事務局のほうに提出をしてい

ただきたいと思います。それを取りまとめまして、また本会議開会日の委員会のほうで協議

いたしたいと思います。 

委員（森本典夫君）  子ども・子育てについては、この前僕も意見を上げたんですが、そ

れ以後、ほかの委員さんからの意見はこの委員会で出されるんかなあというふうに思ったの

と、それからこの前の子ども・子育て会議では計画案が提示されて、それをいろいろ意見が

出される中で、次の１１月だったかに開かれる子育て会議の中で加筆したものでまた協議す

るということで、最終的にはその計画案を子育て会議として提案をすると、答申するという

運びになると思うんですが、一つはこの子ども・子育て会議ではなくて、新制度そのものに

ついて市として条例をつくってこれを進めていくというふうになっているわけで、そういう

意味ではこの子ども・子育て会議の中ではその条例をつくるについては全くといっていいほ

どかかわらないと。意見は何ぼうか出してもらうけれどもという話は課長しょうられました

けども、そういう意味では条例をつくる上で、僕も提言を意見を言うとりますが、そういう

観点で条例をつくっていただきたいというようなことになるんで、おくれにおくれて全国的

には９月議会で出されるとこがあるようですが、井原の場合は今のとこどうなるんか、４月

１日からということになっとるけども、それもおくれるんじゃないかなというふうに思うけ

ども、そのあたりを委員会でよく煮詰めてできるだけ早く、条例をつくってできてしもうた

らもうこちらの意見を言ってもはっきり言うて入る余地なしというふうに思うんで、そうい

う意味では早目に委員会としての意見をというんか要望というんか提言をまとめて出さにゃ

あいけんというふうに思うんです、今時期的には。 

 じゃから今回、前回の委員会の以後、皆さん委員の方もああいうふうなこと、こういうふ

うなことというのがおありではないかと思うんで、出していただいてそれでそれを早くまと

めて委員会として、特に条例をつくるのにどうかというふうなことが大変かかわることなん

で、具体的になってくるから。だから、それをできるだけ早くこの委員会としての意見も幾

らか入れてもらって条例をつくっていただくという意味でも早くすべきだというふうに思っ

ているんですが、そのあたりどうでしょうか。 

議会事務局長（三宅道雄君）  条例案ができてしもうとる、議会近いわけですから、その
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ときに直してくれというて言やあえんじゃないんですか。 

委員（森本典夫君）  いや、そんなもんじゃねえじゃろう。 

議会事務局長（三宅道雄君）  制度的には。 

委員長（坊野公治君）  子ども・子育て支援新制度の条例案、森本委員さんからは先日、

要望の案というのが出ております。言えば、ほかの委員さんからはまだ出られてないという

事実もありますし、このプランについてはある程度の骨子が固まっているというのは、私も

この前の会議に出させていただきまして、お話は聞かせていただきました。ただ条例案につ

いての今、森本委員が言われてた条例案についてのことは審議されないということでありま

すので、その条例案についてのこの委員会として意見を出すべきではないかというふうなご

意見が出ております。 

委員（佐藤 豊君）  私としては今回の所管事務調査として、この９月議会でいろいろ議

論が出てくると思います。そういったことを集約した中で、素案ができたときに、また議会

サイド、議員として意見を言う、そういう流れでいいと思う、私はですよ、そういうふうに

思います。ですから、条例に対して今どうこうというようなことは僕としては差し控えとき

ます。 

委員（森本典夫君）  子ども・子育て会議は、先ほども休憩のときにも言いましたけれど

も、計画を立てて、それを答申する、そこまでじゃから、だからそこから先は子ども・子育

て会議の及ぶところではない。僕が考えているのは、全国の自治体がこのことについて自治

体でつくる条例もあるわけで、その自治体でつくる条例について、より子供や保護者にとっ

ていい条例をつくっていただきたいという観点で今つくろうかという時期なので、こういう

ことを議会、委員会としては考えているんで、そういうことも取り入れていただきたいなと

いうふうなことで提言する、申し入れという話もありましたけども、僕は提言のほうがええ

と思うんじゃけど、そういうふうにして、その中、全く取り入れられないかもわかりません

し、一つでも取り入れていただけるかもわかりませんし、それはもう相手側次第じゃから、

だから議会として市民の立場に立ったよりよい条例をつくってもらうためには当然のことな

がら、そういう機会がたまたまあるわけですから、できるだけ早くそれを執行部に届けると

いうことでやっていければなと。ですから、皆さんもしっかり意見を出していただいて、そ

れをまとめていければなというふうに思っております。 

委員（井口 勇君）  新制度も本当にはっきり内容もわからないので、素案を見てからで

もよいと思います。 

委員（森本典夫君）  素案というんが、何のことを言よてん。 

委員（井口 勇君）  じゃけえ、執行部から条例の。 
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委員（森本典夫君）  条例はもうぼんと出てくるんじゃけえ、素案も何もありゃへんよ。

ここも素案というて言ようちゃったけど。条例は９月議会に出るようなこともねえと思うけ

ど、１２月議会か３月議会、もういよいよ４月からするんなら１２月議会、４月１日から進

めるとすればよ、曲がりなりにも。おくれおくれとるからどうかわからんけど、遅くとも１

２月議会には出てくると思うんじゃけど、それは何も素案でなくて、条例案が出てくるわけ

じゃから、素案と案とは全然違うよ。 

委員（佐藤 豊君）  素案は訂正をしたいと思います。案が出たときにこの委員会等々

で、この９月の常任委員会等で議論しますので、そういった議論の中でいろいろ皆さん、各

議員がいろいろ問題点とかいろんなこうしたほうがいいという思いが出てくると思います。

そういったことを血肉にしながらそのときに自分としての修正案なら修正案、そういったこ

とも述べていけばいいんじゃないかというふうに私は思います。 

委員（森本典夫君）  たびたび言うけど、全国的にこれとこれとこれ、こういうことにつ

いては、国からいろいろ方針は出とるわけじゃけども、そういうことについてはそれぞれの

自治体で条例化しなさいよというようなことになっとって、それが今進められているわけ

で、そういう環境の中で条例をつくっていくような段取りを今しょうるわけじゃから、だか

らそういう中で先ほど来、言ってますように関係者がよりいい、そういう条例ができるよう

になるように、議会として意見を言うというのがいい機会だと思うんです。 

 それを逸したら、今言われたように案が出てから直しゃあええがというふうなことも当然

あると思いますけれども、たまたまつくるんですよということになっとるわけだから、それ

ぞれの子育て支援課も条例をつくっていかにゃあいけんというふうなことをはっきり言よう

られますし、ですからそういう中で条例をつくるについては、こういうふうなことはぜひ取

り入れてくださいよ、考えてやってくださいよというものを言うのは議会の本当に基本的な

活動の一つじゃないかなというふうに僕は思うんですけども。案が出てからというのは基本

的な話ですわね、議会運営の基本的な話じゃけど、たまたま今回は全国的にも自治体で条例

をつくってこの子ども・子育て新制度を運用していきましょうということになっとって、そ

ういう流れの中でやっているわけで、そういう意味ではそういう機会が僕はあると思うん

で、そういう中で議会委員会として意見を言うたらどうかということで、この所管事務調査

についてもかなり力を僕は入れているというふうに思っているわけです。 

 以上です。また、言うかもわからん。 

委員（上野安是君）  子ども・子育て会議で子ども・子育てプランを今練られようるとい

う話で、その子ども・子育てプランに基づいて条例がつくられるわけですから、子ども・子

育てプランの内容を、内容というか、今森本委員が言われるのは、その審議会というか、子
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ども・子育て会議に対して何か物申したいみたいなように聞こえるんですけど、そうではな

いんでしょうか。 

委員（森本典夫君）  子ども・子育て会議の先日のそれこそ素案が出されたんですけど

も、その条例作成についての内容は一切出ていない、計画じゃから。子ども・子育て会議の

基本的な計画が出されたんで、傍聴された方は坊野委員長だけかな、この中では。だから、

その中ではその計画が皆さんどうでしょうかということで、それに対する意見や要望が出さ

れたわけで、その条例についてのことはもう一言も出なんだという状況の中で、ですから会

議の中で出されたことに対して、委員会がああじゃこうじゃというような内容では１００％

ありません。 

委員（佐藤 豊君）  森本さんが出されたというのは、条例に関してのご意見を出された

というふうに理解したらよろしいんでしょうか。 

委員（森本典夫君）  先ほど来言ってますように、それぞれ全国的にも、このことについ

てはこれとこれとこれとこれは自治体で条例で決めなさいよということを国の方針としてう

たわれとるわけだから、その中へ言うてみれば条例は法律ですから、その法律をつくるにつ

いてのこの前、僕は意見数点出しましたけども、そういうことを加味して条例をつくってく

ださいよというふうな意味のことを言っております。 

委員（佐藤 豊君）  審議会等々で会を重ねて、条例以外のことで子ども・子育て支援新

制度ということを協議されてます。その後に条例をつくられるという中で、その条例をつく

るときに議会サイドからの議員の立場でこういうことを私は思っています、思ってますとい

うことを、ほいじゃあそれがテーブルの上へ乗ったときには、ある意味で言えばその協議会

の中での足かせになる、このことも抜いちゃあいけんのだ、これも意見としてあるんじゃと

いうことになってしまうと、審議会全体のいろんな意味でのハードルとか形、いろいろなっ

てくると思うんです。じゃなくて、それは審議会のほうで審議会サイドとして専門家の方々

が集まって意見を集約して一つの意見は出てくるんじゃし、条例をつくる専門家の人はそう

いった意見を集約しながら、こういった形の条例をつくっていく流れになってくると思うの

で、その後に議会としては議会として案に対して修正するあれがあるわけですから、そうい

った形でやっていったほうがスムーズに物事がいくんじゃないかと私は思うんですが、どん

なでしょうかね、皆さん。 

委員（森本典夫君）  子ども・子育て会議の会議を傍聴されてないからそういう話が出る

と思うんじゃけど、全く会議の中で論議することについてどうこうということでもないし、

また今後の会議の中でも条例についての論議は１００％されないという話なんで、それが会

議の委員さんに足かせになる、手かせになるということはもう１００％ないと思います、そ
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れが会議の中で出されることはないわけじゃから。じゃから僕は４回じゃったか、全部会議

を傍聴しましたけども、僕はこの前の会議で何か条例について話が出るんかなというふうな

期待をして行っとったんじゃけど、全くそれがなかって、後、課長に聞いたら条例について

はその会議では一切出ませんという話でしたから。ですから、今後の５回目の会議の中でも

手かせ足かせになるような事務局からの話も全く出る可能性はないと思ってますんで、それ

が障害になるということにはないと思います。 

委員（佐藤 豊君）  そうすると、その会議はそういった流れになってくる。ほいじゃ

あ、その意見というものは条例をつくる人に対しての注文というか、提案というか、提言と

いうことで理解しとけばよろしいんでしょうか。 

委員（森本典夫君）  そのとおりで、条例をつくる人、いわゆる市に対しての提言です

ね。提言というんか、要望というんか、意見というんか、いろいろあるでしょうけど。じゃ

けえ、その会議に対してああせえこうせえじゃというようなことは一切言えませんし、言う

べきではありませんよ、１００％。 

委員（佐藤 豊君）  僕自身もまだ勉強不足なんですけれども、今回の新子育て支援制度

については、都会を中心のニーズというんか、基本的につくられつつある制度というふうに

思って、余り井原市には、極端なことを言えば大きな影響は少ないような取り組みのように

理解しとるんです。その中で地元の審議会に携わっとる人もそんな中で条例は関係なしでの

井原市としては今後こういったものをつくっていこうという真摯な協議をされとると思うん

です。それを吸収して執行部のサイドとしては条例をつくっていこうという流れになってい

くように思うんです。 

 ですから、そこに余り条例にこれをやりなさい、これをやりなさいというような提言とい

うのは余り僕自身は、その前に条例ができる前にしなくてもいいんじゃないかというふうに

は思うんですが。 

委員（森本典夫君）  今回たまたまこういう条例をつくりなさいよと。それから子ども・

子育て新制度に移行するについてはという話になっとるわけじゃから、そういう意味で各自

治体で条例をつくっていくことになっとるわけで、先ほど佐藤さんが言われたように、待機

児童を少なくするためにということでかなり内容はそういう内容になっとるわけじゃけど

も、じゃから直接井原市に関係ないこともたくさんあるし、そう変わったことはないという

ような課長の説明を聞いたときにも話がありましたけども、それは全くそのとおりだと僕も

理解しておりますが、たまたま条例をつくるという過程の中で、議会としてそれに対する意

見の要望を提言を出せれる、言ってみればチャンスがあるわけで、そういう意味ではより井

原の法律をつくるについて議会として委員会として言ってみればこうしていただければえん
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ですがなあというふうな話を上げることは、市民にとって市民の立場に立ったら議会として

当然できるチャンスがあるわけじゃからするべきじゃというふうに僕は思うんですが。 

委員（河合謙治君）  前回のちょっと前に説明を受けたときにも、国からのあれが非常に

おくれていると、執行部としてもまだ国からの方針がアバウトなんで、市としてもまだ煮詰

まった意見とかというのは一切今のところないけど、従来のあれに基づいてある程度の枠と

してはこういう形でということで説明を受けたと思うんですけど、それから何カ月かたって

おりまして、今さっき言われたように、審議会でいろいろな条例をつくるための意見とかと

いうのはいろいろ出てるはずなんですけど、それを加味してつくるサイドの人の意向ってい

うのもある程度は考えられると思うんですけど、その人たちがどういうふうに考えているか

っていうのは、考えている段階であって、まだ形として何か文面化されないと、それがいい

のか悪いのかの判断もつかない状態だし、自分らが思っていることが入っているかも入って

ないかもわからない状態なんで、ある程度の条例案の前にも、どれぐらいのときにそういう

条例案が出るのかというのも一つのあれなんですけど、１２月中までに出るのか、いやもう

おくれてしもうて来年の３月ぐらいに出るのか、その辺も問題になるとは思うんですけど、

ある程度の案では非常に変えにくいという話になれば、案のその前のもう一つ前ぐらいの大

枠の案というぐらいのところで条例を考える人たちの案を出していただいて、それに対して

意見を言うなり提言していくなりというふうな形をとらないと、今のままでは何せ何もかも

がアバウトな状態なので、言いたいことはたくさん、これを入れてくれ、あれも入れてくれ

というのはあるんですけど、それが果たして入っているのか入っていないかの判断もついて

ない状態なんで、その辺がある程度枠がわかるような形のときに再評価というか、意見を言

わせていただくような形をとってもいいんじゃないかなとは思うんですけど。 

委員（森本典夫君）  ちょっと誤解されとるようなんで、ちょっと言うときますが。 

 子ども・子育て会議の中では、その条例については、先ほども何回も言ようりますように

一切出てこんし、その意見をこの条例はこういうふうにしよう思よりますからというて、議

会に出る前にこういうふうな条例を考えておりますから、皆さんどうでしょうかというのは

当然出しゃあへんし、そういう状況でないわけ、この４回の子育て会議の中で。じゃから、

条例を考えるのは、そこの会議の中でなくて、執行部が考えるわけじゃから。じゃから、執

行部が会議の中で諮って決めるという問題でないんで、じゃから今ちょっと誤解されとるよ

うで、条例についての論議は全く４回されてないし、今後もされないということですから、

条例についてはもう全く委員の意見を聞くことにはならんわけ。基本計画を練るための諮問

を受けとるから、それに対して答申をするということになっとるんで。 

 じゃから、しつこいようですけど、条例をつくることは執行部が考えて、今までの流れで
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すと、１２月議会か３月議会にこの条例の案が出て、皆さんどうでしょうかという話がぽん

と出てくるだけの話なんで、そういう意味では先ほど来言ってますように、そういう流れの

中でおくれにおくれとるけれども、１２月に出すか、３月に出てくるかわかりませんけど、

それをもうこれから執行部が考えるわけですけど、その考える中で議会として委員会として

こういうことが取り入れていただければいいんですがなという話を執行部にするという話な

んで、僕はそういう考え方でああいう提言しとんですけども、皆さんにお尋ねしますけど

も、この所管事務調査、この項目についての所管事務調査についてはどの程度のことを考え

て今まで来られたんでしょうか。 

委員長（坊野公治君）  この所管事務調査を始めたときに、済みません、私も含めまして

なかなかどのように取り組んでいくかということの意思統一というのがちょっと少しできて

なかったのかなというのは委員長として反省する点ではあります。申しわけなかったと思い

ます。 

 ただ、そうした中でやはり所管事務調査していく中で、改めて制度のこと、そして条例の

ことについて委員会として提言していくという今ご意見を森本さんのほうから提示していた

だきました。今事務局のほうからもご説明があったように、これをまた新しく条例をつくる

ときに、委員会としてこの条例について、もしそういうふうな委員会としての意見がまとま

るというか、委員会として意見を出すのであれば、それは提言することができるというふう

にも言われております。条例でありますので、本会議のほうに上程されれば、恐らくこの委

員会に付託されますので、委員会のほうで審議していくという形にはなるとは思いますけれ

ども、こういった機会もありますので、条例案に対して委員会として提言していくというご

意見が森本さんのほうから出ております。 

委員（森本典夫君）  前回、その６項目を出した時点で、その内容を皆さんに配ったと記

憶しておるんですけども、その内容について、何もご意見、要望もなかったと記憶しとりま

す。ですから、そういう意味ではそれにプラスの皆さん方が、よりその条例にかかわらん問

題でも意見を出して論議をしていければなあというふうに、今回幾らか要望が意見が出るか

なと期待もしておりますけども、今時点ではないようですが。 

 なかなか複雑な問題なんで、難しい問題なんで、そういうことも含めて、あのときには一

言も何も言われなかったので、そのままそれで一応いくんかなというふうに思っておりまし

たし、それからたびたび言ってますように、できることを市民の立場で議会としてやってい

くというのは議会の最小限の務めだというふうに僕は思っておりますので、ぜひ取り上げ

て、その中の全てということにならなんだらならんで、こういうことは言うていこうやあ

と、提言していこうやあと、新たにこういうことも足していこうやあという話を児童クラブ
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と同じように出していくというふうにしていただきたいなと思います。 

委員長（坊野公治君）  今、森本委員さんのほうから、この条例案に対しての要望と、今

後市民の皆様方の意見として出していこうというご意見がありました。これについてこのよ

うに今森本さんが言われたような形で取り組んでいくという形の進め方でよろしいでしょう

か。 

委員（佐藤 豊君）  森本さんが前回出されたのも僕も一読はしとったと思うんですけ

ど、頭に残ってなかったと、大変失礼なことを言ってるとは思うんですが、そういった意味

で私はあくまでも条例案に対して今までも条例が決まったことも何ぼうかあります、そうい

ったときにそれに対して議会サイドから条例に対してのご意見を言った記憶というんか、ま

た言われたような記憶もなかって、最終的に議案、条例案が出されたときに議会のほうで審

議したり意見を言って、最終的に決をとって、案から条例になるという形で推移しとったと

いうことがありましたんで、余り今回のことについて条例のとこまでを頭に入れてなかった

のが事実です。 

 今後つくられる条例がどのような条例になるか、今のところ一切わかりませんが、私の考

えとすれば、そんなに変な条例を執行部が出すとは到底思いません。審議会のほうの、先ほ

ども繰り返しになりますけども、審議会等々でいろんな議論の中でこういった条例が本当に

適切じゃないかというような条例案が出てくると思います。それに対して議会サイドの一員

としていろんな思いとか、そのときに出した、頭に浮いた日ごろから考えているご意見が言

えれば、そこでそれが当てはまって修正というところまでいけばそうでしょうけれども、そ

ういう段階でいいんじゃないかというふうに思いますんで、私は今現在この委員会として所

管事務の中に条例案を別段入れなくてもいいんじゃないかというふうに思っております。 

委員（井口 勇君）  条例案が出ても、森本さんが要望されているようなことが取り入れ

られていれば言うことはないわけなんですから、私ももう条例案を見て修正はできるんです

から、それでいいと思います、基本的ななんで、修正議決は。 

委員長（坊野公治君）  ただいま条例案に対して委員会としての要望を提出する、その必

要はない、２つのご意見が出ておりますが、今ここで結論を出すのは難しいんかなというふ

うに私はちょっと考えるんですけど、いかがですか。もう少しちょっと考えていただくと、

この件について。一応予定では開会前にもう一回委員会を開きたいというふうに考えており

ます、学童保育の件に関して。そのときまでにこの件について皆さんに持ち帰っていただい

て、それこそ本当に条例に対しての提言、要望を出すべきかどうかということを含めて考え

ていただいて、そのときまた議論をさせていただきたいと思いますけれども、その取り扱い

でいかがでしょうか。きょう決定するべきという方もいらっしゃれば、またそういうふうな



- 20 - 

形もとりたいと思いますが。 

委員（佐藤 豊君）  私は委員長の差配に任せます。 

委員長（坊野公治君）  では、次回までにこの子ども・子育て支援新制度に関する所管事

務の考え方について、また検討していただいて次回の委員会のときにご意見をいただくとい

う形をとらせていただきたいと思います。 

 

〈その他について〉 

 

議会事務局主任（大山次郎君）  今ご決定いただきましたので、それより前に１９日まで

に所管事務調査事項の提案書ということでそれぞれ希望があれば出してほしいというお話が

決められとったと思うんですけど、放課後児童クラブについては、よろしいかと思うんです

が、子ども・子育て支援新制度、こちらについてはどうするかという、ただいまの決定に合

わせて。 

委員長（坊野公治君）  この質問事項と資料要求について。 

 これに関しては、もう次の委員会で決定という形……。 

議会事務局主任（大山次郎君）  子ども・子育てについては、次の委員会のときに考えと

あわせて提出いただくと。 

委員長（坊野公治君）  はい、いうことでよろしいですか。 

委員（佐藤 豊君）  次の委員会はいつの予定です。 

委員長（坊野公治君）  済みません、次の委員会をちょっと済みません、事務局との話で

２４、２５、２６の３日間のうちどれか１日で行いたいと思うんですが。 

 じゃあ、２４はあるんじゃから、２５、２６で、どちらか。 

委員（森本典夫君）  僕は２６がよろしい。 

 １０時から。 

委員長（坊野公治君）  いや、時間も。 

委員（森本典夫君）  まだわからんの。 

委員長（坊野公治君）  ご都合。 

２６日、ご都合の悪い方いらっしゃいますか。 

委員（佐藤 豊君）  今のところ大丈夫だと思います。 

委員長（坊野公治君）  では、２６日の１０時からという形で次の委員会を開かせていた

だきたいと思います。 

 済みません、ちょっとその他の事項になるかもしれないんですけど、そのときにさきに議
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論していただきました放課後児童クラブについての提言書については、それこそ素案という

か、まとめさせていただいてご議論いただきたいと思います。 

 また、そのときにこの子ども・子育て支援新制度に対する条例案に対しての要望について

の取り扱いについてを議論いたしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、済みません、ちょっと長くなったんですけれども、以上で本日の市民福祉委員

会を閉会いたしたいと思います。ちょっとなかなか仕切りが難しくて、済みませんでした。

ご苦労さまでした。 
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市民福祉委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ９月２６日   開会 １０時００分  閉会 １３時０５分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   坊 野 公 治   荒 木 謙 二   河 合 謙 治   上 野 安 是 

   佐 藤   豊   井 口   勇   森 本 典 夫 

 

４．欠席委員名 

   な  し 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長      宮 地 俊 則 

  （２）事務局職員 

    事 務 局 長  三 宅 道 雄    事 務 局 次 長  岡 田 光 雄 

    主     任  大 山 次 郎 

 

６．傍聴者 

  （１）議 員   なし 

  （２）一 般   なし 

  （３）報 道   なし 

 

７．発言の概要 

委員長（坊野公治君）  皆さんおはようございます。 

 ただいまから市民福祉委員会を開会いたします。 

 

〈所管事務調査について〉 

〈放課後児童クラブについて〉 
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委員長（坊野公治君）  先日の市民福祉委員会で協議させていただきました放課後児童ク

ラブの施設整備についての提言書のほうを、委員長、副委員長、事務局のほうで作成させて

いただきまして、お手元に事前に配付させていただいておると思います。まずは、これにつ

いて、皆様方からのご意見をお伺いしたいと思います。 

 済いません。その前に、多少修正箇所のほうがありますのでお願いしたいと思います。 

 ページ数４ページ、上に表がありまして、下の文章に入っての２行目、市内全体で「３

３．７％」、これ済いません「１９．９％」の間違いでございますので修正のほうをよろし

くお願いいたします。あと、上の表の小学校が並んでいる順番と、次のページのアンケート

結果においての地区別の並び順のほうが統一されておりません。これについては、５ペー

ジ、６ページの並び順が井原市における行政順の並びでありますので、４ページの小学校の

並び順を５ページ、６ページの行政順の並び方のほうに、また正式なときには修正をさせて

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、この提言書の内容について、どなたからでも構いませんので、皆様方からのご

意見をお願いいたしたいと思います。 

委員（佐藤 豊君）  パソコンのほうへ送っていただいて、一読をさせていただきまし

た。そうしたことから、全体的にはよく視察内容、またアンケートをよくまとめていただい

たものになってるというふうに思います。また、提言につきましても、こうした提言でいい

んじゃないかというふうに理解をしております。 

委員（森本典夫君）  大変よくまとまっているなというふうに思います。それで、提言の

ところですが、１、２ということで提言がまとめられておりますが、児童クラブで直接行っ

てお話を聞いたりしたのと、それからアンケート等でいろいろ保護者や指導者からの声が出

ております。１については、そういうことについて、市において行うことというまとめにな

っておりますが、その際、市として各児童クラブの保護者や指導員の声をしっかり聞くよう

にという内容の文章を入れたらどうかなというふうに思いました。ずっと役所のほうとして

も聞いとられると思いますが、この委員会としては、より具体的にアンケートとって、どこ

がどうだとか、ここがどうにかならんかとかというような具体的なのが出てきたんですが、

それを具体的にちょっと書くことには、提言ですのでならんと思いますけれども、そういう

意味からも、役所のほうとしてもそういう実情をつかんでいただいて、この提言のようにし

ていただければというふうに思うんで、各児童クラブの保護者や指導員の声をしっかり十分

聞いていただきたいというような文章を入れたらどうかなというのが１つです。 

 それから、先ほどちょっと言いましたが、具体的に各クラブから、こういうところがどう

もどうにかならないかなという声が出とるんで、たまたま行ったのは４施設だったんです
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が、それ以外のところで緊急性があるようなものがあれば、具体的に載せるのがどうかなと

いうふうに思いますけども、そこらあたりで何かより具体的な提言になるようなことが考え

られないかなというふうなこと、２点を感じました。 

委員長（坊野公治君）  森本委員さんのほうから、提言の①について、アンケートの意見

などをとったことに関して、市として保護者や指導員の声を聞くようにという文言を入れる

というふうな形のご意見がありました。 

 済いません。この文章を少し読み返して、皆さんに提示した後、また修正するというのも

おかしな話だとは思ったんですが、課題と提言について、大体２項目、入れさせていただい

とります。そうした中で、まずは最初に、根拠というんですか、老朽化に関しては法的根拠

がありますので、まずは根拠が示せるのではないかというふうな形で事務局とも話してたん

ですが、１について、例えば市の責任において整備改修を行うべきものであるというのがど

こに根拠があるのかということをもうちょっときょう議論しなければいけないのかなという

ふうなことを考えておりました。そうした中で、先ほど森本委員さんが言われた、アンケー

トをとって、保護者、指導員の意見があったというのは一つの私は根拠になるのではないか

なというふうにも考えますが、これについてほかの皆様方はどのようにお考えでしょうか。

ちょっとご意見をお聞きしたいなと思いますが。 

委員（佐藤 豊君）  アンケートの中にそういった要望もあって、今回重立ったところと

いったら怒られますけども、視察をさせていただいて、生の声を聞かせていただいて、運営

委員会だけの収入というたらおかしいですけども、それではなかなか対応できない。そいじ

ゃあ、それを全部保護者に負担をかぶせていくのかというようなことになると、井原市が本

当に子育て施策に対して真剣に取り組んでいってるのかなというクエスチョンになると思う

んです。そういった意味で、行政も応分な、そういった協力というんか、対応をとってもら

いたいという思いも、視察内容のアンケートから、また声からここにうたわれとると思うん

で、僕はこれでいいんじゃないかと思いますし、そういった意味合いでこの提言というのは

行っているんだという方向性でいいんじゃないかと思うんですが。 

委員長（坊野公治君）  整備改修面に関しては、運営面についても関連するので、このた

びは施設整備、また施設整備の提言書を提出した後には運営面についてのまた提言という形

になっていくと思いますので、その辺も踏まえてご協議いただければなというふうに思いま

すが。 

委員（佐藤 豊君）  済いません、たびたび。 

 課題のほう、８ページのほうの課題のほうで、各放課後児童クラブの運営は、それぞれの

各団体が行っている状況であるが、児童の安全を確保するための施設整備の側面について
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は、各団体に任されるのではなく、市の責任において整備改修を行うべきものと思われるこ

とというふうな形でも言われてますし、それからあと、問題は、それは今のは施設のことな

んですけども、稲倉で聞いたのは、２０人を１人でも欠けたときには補助金が大幅に削減さ

れると。そういったことでの運営面ですよね。そういった面での運営面でのフォローアップ

というんか、フォローをどうこれから行政にお願いしていくかということも大きな今回視察

した中での課題だったと思うんです。そういうこともこの中に書けれるのかなというような

ことは思ったんですけど。 

委員長（坊野公治君）  運営面に関して、施設の改修のほうと関連づけるとすれば、例え

ばこれから先の運営面に関して、これは委員会として協議していくことなんですけれども、

例えばもし仮にそういう話になれば、公設公営を求めていくという形になれば、それはもう

もちろん整備改修は行政のほうが行うというふうになることですし、例えば今までどおりの

各児童クラブでの独自の運営という形にするんであれば、じゃあどこまで市が整備改修に対

して責任を負うのかという面も絡んできますので、少しこの運営面を含めて考えるんであれ

ば、この整備改修についてどこまで今行政に対しての要望、提言をしとくべきかなというこ

ともちょっと考えていくべきかなとは思っておりますので、先ほども言いましたように、老

朽化に対しては、耐震とか耐用年数という根拠をもって提言するという形ができるんですけ

れども、整備改修を行政がしなければならないという、やはり提言するんであれば、根拠が

必要なのかなというふうなことも思いますので、その辺の、先ほども申しましたように、森

本委員さんが言われた、保護者と指導員の声というのも一つの根拠にはなるとは思いますの

で、それをもってしてここで提言していくべきか、それともまた次の運営面に絡めて提言し

ていくべきか、ちょっとその辺をご協議というか、ご意見をいただきたいと思うんですが。 

委員（佐藤 豊君）  ７ページなんかに、よくまとめていただいて、保護者の声というコ

メント区分というところで、まとめていただいとるのが声だというふうに思うんです。そう

いったことで、それは保護者の声という形でここでわかるんじゃないかというように思うん

ですが。ですから、市のほうに市民福祉委員会として出す場合でしたら、施設整備とプラス

運営の補助、運営に対する手助けといった形での提言という形で出したほうが、視察した内

容として、施設の指導員の皆様方から声を聞いたことを反映できるんじゃないかと思うんで

す。施設だけの問題じゃなかったと思うんです、今回の視察の中での指導者の皆さんの声

は。そういったことも含めての提言にしたほうが、委員会として所管事務調査としてやった

ことの意味合いがもうちょっと重たくなるんじゃないかというふうにも思うんですが。 

委員長（坊野公治君）  もちろん運営面とかそういうことに関しての提言は、また次の第

２ステップとして考えております。そうした中で、ここで施設整備に関して提言する内容と
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して、老朽化した施設に対しての提言はしていくと。ただ、現在使われている施設の改修に

対しては、少し運営面も絡むので、今ここで提言するべきか、例えばもうこれを全部、例え

ば各項の老朽化した施設に対するだけの提言にとどめておいて、改修に対しては運営面に対

してのときと同時に、運営面も行政がするんであれば、改修は行政がするべきということで

いくべきか、ちょっとそのあたりを考えていただきたいなとは思うんですが。 

委員（河合謙治君）  運営面ということになれば、非常に見えない部分が多い。施設とい

うことになれば、見れば老朽化してるかとか、ここを不自由しているなというのが非常にわ

かりやすいので、まずは施設のほうで提言を投げかけて、運営面は各団体で運営のやり方が

違うので、それを把握してからでないと、提言内容というのはなかなか出しづらいんじゃな

いかなと思うので、そこまで十分理解した上で出そうと思えば、非常に長いスパンが要る。

だから、どこの段階で提案するのかということであれば、ことしじゅうにやるのか、来年の

２月、３月なのか、いやもっと長いスパンで考えるのかということになれば、まずは今期中

にというか、ある程度の提言はしていきたいなというのが思いますので、だから施設面、見

た目の施設面から、まずこの提言していくほうがいいんじゃないかなと思えば、やっぱりこ

こに書かれているやつで非常によくまとまっているんで、基本的にはまずいいんじゃないか

なと思ってるんですけど。 

委員長（坊野公治君）  改修についてもこのままの文言でいいという。 

委員（河合謙治君）  これでまずは第１段階として提言をさせていただくということで、

僕はいいと思っております。 

委員（井口 勇君）  施設面ということで、運営面は今後のでいくということで、よくま

とまっていて、私はこれでいいんじゃないかと思います。提言の内容につきましても、コメ

ントの要約とかを出されておりますので。 

委員（森本典夫君）  この提言を見て、これでいくんかなということで理解はしたんです

が、先ほどの委員長の話では、運営面ではまた後ほど提言としてまとめていくというふうな

ことだったと思うんで、そういう意味では、流れとしては、どのぐらいの期間で運営面につ

いて提言していくというふうなお考えなんでしょうか。ちょっとお尋ねします。 

委員長（坊野公治君）  流れといたしましては、まずはこのたびは、９月議会ということ

で予算も絡むということでありますので、まずは施設整備でこのたびの施設整備に関する提

言書というのを出させていただこうという話は以前させていただいたと思います。その中

で、運営面に関しては、この９月議会の常任委員会、また閉会中に委員会を開かせていただ

きまして、できれば１２月、もし１２月が無理であれば、この皆さんの任期中の３月議会ま

でには運営面に対しての提言というのを最終的には出していきたいなというふうに考えてお
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ります。 

 そうした中で、これはちょっと後から話、皆さんにご提案しようとは思ってたんですが、

この施設整備の提言書を出した後の今後の調査について、運営面に対しての現状把握をしな

ければいけない、アンケートをとっておりますので、井原市内の運営状態にはある程度把握

はできるんですけれども、例えば近隣他市町の状況も調べていかなければならないというふ

うには考えておりますので、そのアンケートをとって、それをまた参考にして研究するとい

う形で、遅くとも３月議会には、また運営面に関しての提言を出していきたいというふうに

は考えております。 

委員（森本典夫君）  わかりました。 

 なかなか運営面でまとめていくというのは大変だろうと思いますし、アンケートでも一定

程度それが出てるのと、それから４カ所でいろいろ話を聞いてもそういう面が出てきました

けども、できるだけ早くということが、また重要ではないかなというふうに思うんで、でき

れば、今、委員長が言われたようなことも含めて、いろいろ調査研究も今後して、１２月議

会中に出せるように努力をしていくのがいいんではないかな、年度末で、１２月でも予算の

大枠は決まってるわけですが、遅くても１２月議会ぐらいにというふうなテンポでいくほう

が、より効果があるのではないかなというふうに思いますので、そこらあたりはちょっと意

見として言っておきます。 

 それから、僕が①について保護者や指導員の方にいろいろ声を聞くようにして検討してく

れというふうな意味合いのことを言いましたけれども、今、議論の中に出ましたように、ア

ンケートでそのあたりは出てるんですけれども、これはあくまで市民福祉委員会がアンケー

トをとった内容でのまとめになってますんで、そういう意味では、こういう提言を向こうが

受けるについて、本当にどうなのかという生の声を聞くのが大変大事だろうというふうに思

います。したがって、委員会が行ったアンケートプラスの実際にそれぞれのところのクラブ

の生の声を役所のほうで聞いていただいて進めていくというのが、アンケートで出ておった

ことをより以上にこういう声があるんだなという理解も深まるんではないかなというふうな

ことで、皆さんの声を聞くというのが大変大事だということで、そういう一文を入れたらど

うかなというふうなことを言ったわけで、そういう意味では、生の声を、役所としても活字

上だけの、委員会がやったアンケートの中の、そういう活字上だけのことでなくて、生の声

を聞いていただければ、より一層①の提言が生きてくるんではないかなというふうなことを

思ってますんで、そういうのも入れられればなというふうなことも感じて提案をいたしまし

たので、そこらあたりも含めて判断をしていただきたいなというふうに思います。 

委員（上野安是君）  先ほどちょっと委員長の考えではなくて言ってたんですけども、環
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境整備において、行政においてその責任を負うものというところの、どうも根拠が乏しいよ

うな気がして、ということは、その前の８ページの課題のところですよね。施設面に関する

課題というところで、施設整備の、日本語もちょっと難しいというか、施設整備の側面とい

う日本語がちょっとよく、私がわからないんですけど、これは施設整備についてはでもええ

と思うので、わざわざ側面をつけてるのがよくわからないんですが、確保するための施設整

備については各団体に任せると、今はほんなら各団体に任せとんかというと、その辺は１０

０％各団体に任せてるんではなくて、当然のことながら、大きな改修とかというものに関し

ては、市も当然のことながら関与もしているし、だからそれがためのことも含めて、多分補

助金というか、そういった形で出ていると思うので、軽微なものについては、今までどお

り、そこの運営母体というか、児童クラブのほうでやっていかにゃいけん、もらってる限り

はやらにゃいけんのかなというようなところもあるので、要は今の課題を受けての提言①に

ついて、先ほど森本委員ほうから、保護者や指導者の声をとかというところも、これの①の

ほうに含めてということもあったんですけど、私とすれば、どうも①のほうが、ほんなら根

拠がどうも難しいかな。今の段階ではですよ。ちょっと根拠に乏しいかなということで、そ

れだったら、もう②の、要は老朽化しているもの、耐用年数過ぎたものについては、少なく

とも市の責任においてしっかりと対応してくださいみたいな格好の提言で一本でまとめたほ

うが受け入れやすいというか、受け入れてもらいやすいのかなというふうには思うんですけ

れども。 

委員（森本典夫君）  ①についてですが、実際、法律に基づいてここのとこずっと児童ク

ラブの内容を進めてこられたわけで、その法律に基づいた中でアンケートによるような声が

出されとるわけなんで、そういう意味では、法律どおりいきよる今の状況で、いろいろどう

にかしてほしいという声が出てるんで、今、上野委員からも出ましたように、いろいろ協議

の中でも、議論の中でも、大きいものについては市が何ぼか考えにゃいけんというようなお

答えもあったと思うんですが、そういうことも含めて、まあまあの改修工事については、法

律上云々かんぬんというよりは、井原市として児童クラブをよりいいものにしていく、それ

から保護者、指導員の方々が少しでもよくなったなというふうなことにしていくためには、

市として法律上はここまでということになっとるけれども、井原市としてはちょっと横出し

をして、こういうふうなこともやっていこうということに持っていくのがこの①だというふ

うに、僕は理解してますんで、そういう意味では、こういう提言をされるというのは大変意

義深いもんだなというふうに思ってますんで、こういう提言を向こうが受けた場合にどうい

うふうに反応されるかというのは大変注目をするところですし、こういう提言をすることは

大変意義があるなというふうに思ってるのと、先ほど言いましたように、横出しも含めて、
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井原市はよその市に比べてこういうことまでやってくれるようになったというようなことに

なれば、この委員会の提言が生きてくるんではないかなというふうに思いますんで、そこら

あたりで頑張らにゃいけんなというふうに思ってます。 

委員（佐藤 豊君）  関連性がどこまであるんかわからんのんですけれども、子ども・子

育て新制度の中の放課後児童クラブの対応のところで、いろいろ今後、予算がどう地方にお

りてくるのか、それの予算を放課後児童クラブの施設整備等々とか運営の補助金の拡充と

か、どこまでそこが反映されてくるんか、ちょっと僕自身もまだ全然わからんのですけど

も、そういったことを考えるときに、この委員会として、各施設にお邪魔して声を聞いたこ

とは、この１２月中に早目に執行部のほうに提言しとったほうが、その後の予算組みにして

も、その後の対応にしても、４月実施に伴うことなら、早目に提言していたほうがいいんじ

ゃないかというふうには思うんですが、その辺の今の子ども・子育て新制度との関係性を十

分理解してませんけど、そういった方向性の中に、そういったことも、放課後児童クラブの

拡充とかというようなこともあるんで、早目に僕は提言を執行部のほうに提出しとったほう

がいいんじゃないかというふうには理解しとるんですが。 

委員長（坊野公治君）  これを書いたというか、これの一つの提言内容の一つの条件とい

うのが、例えば現在の運営状況を基本とした、現在の運営状況の中でのこれは提言という形

になると思います。ですから、現在の運営状況の中で、施設整備に関してこれを提言してい

くという形は、私は必要なことだろうと思います。ただ、運営状況を新しく提言していくこ

とを含めて今後の議論をする中で、今この提言をしとくべきかどうかというのを、ちょっと

私の中では考えるところではありますので、例えば委員会として、極論なんですけれども、

公設公営を市に求めていくのであれば、もうこの施設整備についての改修、改善というのは

もう行政が負うものというふうにイコールになるとは思うんですが、現在の各クラブに運営

状況を任せた状況において市がどこまで関与するのであれば、この提言というのは、私はし

ていくべきだろうと思いますので、ですから、今この段階で、運営状況をこの先提言してい

くという状況で、これを今書いておくべきかどうかということを、ちょっとご相談という形

なんですけれども。 

 今後……。 

委員（森本典夫君）  そうなん。そあんこと言うたら、ちょっと混乱しちゃうで。 

委員長（坊野公治君）  混乱します。 

委員（荒木謙二君）  以前、この提言書をつくるに当たっては、施設面の改修のことに特

化して、運営面は今後、この９月議会等々で委員会の中でやって、今年度中、この委員会の

皆さんがおられる中で、また新たなる提言ができればというふうな、勉強していこうという
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ふうなことでやってきとったと僕は認識しとんですけど、それであれば、施設面において

は、この提言書というのはこのたび出して、内容については、今ご議論いただいとんですけ

ど、こういった形で出していくというのが、前の委員会からの流れじゃなかったかなと。運

営面は、また別な、これ以降、施設面については、この９月議会において執行部のほうへ出

そうというふうなことで来とったと、僕は思っとりますので、これは今回提出すべきという

ふうに思っとります。 

 内容については、初めにからアンケート結果等々、それから保護者、指導者さんのご意見

等とあります。森本委員、執行部のほうも現場へ行って生の声を聞かれなさいというふうな

一言を入れたらということも言われとんですけど、子ども・子育てニーズ調査というのも、

市のほうが発表されとんのは２６年３月に発表されとんで、当然、そういった意見というの

は聞かれとんかなというふうにも、施設面含めて、状況は違うかもしれませんけど、全く聞

いてないというふうなことはないんじゃないかな。入れるとしたら、アンケートの結果とい

うのは、当然今、さっき言いましたように出とんで、一緒に委員長とこの提言書を、事務局

と一緒につくりながらした者としては、ええ提言書ができとんじゃないかなと、私は思って

おります。 

委員（佐藤 豊君）  私も、この提言書でいいというふうに思ってるんです。最初に言い

ましたように。私、今、副委員長のほうが、運営面のことについては今後という形で進めて

おったではないかというようなことも、今言われたんですけども、現実的には視察をさせて

いただいて、そういった中の声では、施設整備だけじゃなくて運営面についても声があった

というのが現実なんです。その運営面の件についても、来年度待ったなしの状況に今なって

るのが、稲倉なんかの声だったと思うんです。そういったことを考えたときには、早目にそ

ういったことを提案していってもいいんじゃないかというような思いがあるわけです。その

ことで、先ほどから繰り返し発言をさせていただいている状況です。ですから、このこと

を、まず今回の委員会で出して、次は１２月中までに、次の運営面での提言書をまとめて出

していこうという流れをきちっと明確にすれば、それでも私はいいというふうに思っていま

す。 

委員（上野安是君）  当然、環境整備について、市が積極的に関与してもらいたいと、関

与せにゃいけんという部分というのは非常に同意するわけなんですけど、日本語的にという

か、要は、断定で市に責任があるよと。だから、市が責任をとるべきだみたいな言い方をし

とる、そこの日本語が非常にひっかかるので、それに関しては、もともとの根拠がなくて、

いきなりそれは市に責任があるぞというような言い方をしてるようにも受け取れるので、ち

ょっとそこのところは、本当に日本語というか、気持ちとすれば、積極的に関与しっかりし
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てほしいよという気持ちはさらさら当然持っておるんで、それを否定するもんではないんで

すけど、ちょっとどうなのかなというところ。 

 それと、保護者、指導者の意見をしっかり聞きなさいよというのは、要は市が聞くのは先

ほど副委員長言ったように、ニーズ調査をして聞いているよと。それから、我々が結果的

に、今回アンケートをとってしっかりとそれは聞いた、その声を反映して、この提言に結び

つけてるので、結びつけた提言の中にまたそれを加えるというのは、ちょっとどうかなとい

うような思いがしているということです。 

委員長（坊野公治君）  それでは、皆様方のご意見をお聞きして、この提言書は、この

①、②という形で提出させていただくという形でよろしいでしょうか。 

 その中で、文言についてのご意見が出ておりました。森本委員さんが言われた保護者、指

導員の意見を聞いてという文言を入れたらどうかというご意見、またその中で、今までのア

ンケート調査とかニーズ調査でそれはこの中にも含んでいるのではないかというご意見があ

りました。この件について、どのような形で。 

委員（佐藤 豊君）  子育て支援課で話をしたときに、ここの放課後児童クラブの指導者

の方からこういう話を聞いたんですがというたら、それはもう十分聞いとります。僕らが視

察をする前の話ですよ。ということは、先ほど、荒木副委員長のほうが言われたように、担

当部署としては、それだけの各放課後クラブの実情というものはもう把握をされとるという

ふうに認識してもいいんじゃないかというふうに思うんです。今、森本さんが言われる、本

当に丁寧に保護者の声を本当にということでの文章を入れというのはわからんことはないん

ですけれども、担当部署もそれだけの情報収集、また我々も今回アンケートをとらせていた

だいて、こういったアンケート結果というものをここに掲載させていただいとるということ

は、イコール保護者の声をここに反映しているというふうに捉えていいんじゃないかという

ように思うんです。そういった意味で、この内容でいいんじゃないかというふうには思うん

ですが。 

委員（井口 勇君）  私も、先ほど言いましたように、この内容でよいと思います。 

委員長（坊野公治君）  では、あえて入れないという形、これを全て含んでいるという形

でと考えて、この文章で出させていただくということでよろしいでしょうか。 

委員（佐藤 豊君）  私はよろしいです。 

議会事務局主任（大山次郎君）  ちょっと意見として、端から聞いとんですが、先ほどの

副議長が言われました１項目めなんですけれども、各団体が行っている状況であるが、児童

の安全を確保するための施設整備の側面については、各団体に任せるのではなく、市の責務

において整備改修を行うべきものと思われると。 
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委員長（坊野公治君）  課題のほうね。 

議会事務局主任（大山次郎君）  実際、市のほうがやっとるのもあるじゃないかという副

議長の意見ございましたので、それ事実だと思います。そういった事実がある中で、どうな

んでしょうか。今は、この使用者の方の意見というものを根拠、今済いません、唯一それが

根拠で、そういう声があるからやりなさいということを言っておるんですけれども、実際、

そうやって市が大規模改修については手を入れているという事実もある中で、先ほどの副議

長の意見、断定的にこのように言いっ放しにしていいのかというのは、非常に私も委員長、

副委員長と一緒につくって、ここまでつくったんですけども、少し弱いのかなということを

思いました。果たして、これを執行部に出したときに、提言書という形である以上、やはり

単なる要望書ではないので、先ほど委員長言いましたように、やっぱり根拠が要るのかなと

感じます。佐藤委員も、先ほどちょっと最初、運用費用に対して施設修繕の割合がどうなの

かというようなことをおっしゃられたので、そこら辺は確かに研究していけばいいところな

のかなと、根拠のあたりは感じられるところなんですが、いかがなんでしょう。皆さんのご

意見でつくり上げたものでございますので、今こういう形になっておるんですけども、流れ

としては、放課後児童クラブは必要であるということを最初に確認して、皆さんの声を聞い

たら、施設面について非常に不満など多いところがあった。そこに対して、現地調査行きま

した。現地調査行ったら、確かにひどかった。提出していただいた資料によって見てみた

ら、やはりそれは耐用年数が過ぎている非常に危険な建物であったという流れになっていま

す。この流れにおいていけば、２項目めの安全確保、施設の安全については非常に問題があ

るということは、ある程度、理論立てができるのかなとは思えるんですが、確かにちょっと

１項目については弱いのかなというのが、先ほどご指摘を受けて、今さらながら感じている

ところなんですけれども。 

 執行部が受け取ってどう思われるか。単なる声を聞いた要望だなというふうに、やはり実

効性があるというか、向こうの、執行部側の心を動かすというのはおかしいですけれども、

確かに言っているような事実があるなというふうな論じ方をするんであれば、言いっ放しに

なるかなというような感じはせんことはないんですけど。 

委員（森本典夫君）  我々議員の基本的な考え方、自分の考え方なんですけど、やはり市

民の方々がどういうふうに考えとるのか、それが基本になって、そのことについて、言って

みればぶつけていくのは執行部のほうへですから、そういう意味では、実際にアンケートも

とって、実際に現地へ行っていろいろ生の声を聞いてきてこういう内容でまとめられとるん

で、そういう意味では、その声を執行部に届けるという意味では、こういう内容で、僕１行

入れたらどうかということでしたけれども、それはそれとして、多くの方がもうこれでいい
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だろうということですので、それでいけばいいと思うんですが、結局、関係者の切実な声な

んで、それを委員会として取り上げてやっていって、そっから先はまた向こうが、こう言っ

ておるけれども現状では無理だというふうな判断をされるのか、そういう声が、向こうも聞

いてるということですので、こういう声があるんで、より一層今までよりはちょっと広げて

やっていくかなというふうな判断をされるかというのについては、この提言を受けての、ま

た向こうの判断だろうと思うんで、そういう意味では、皆さんの声を吸い上げて、直接、言

ってみれば向こうへぶつけていくということについては大変いいことだと私は思いますし、

それを向こうがどう判断されるかは、それは向こうの考え方ですから、それは向こうの考え

方、判断を待つしかないというふうに思いますが、これはこれで十分、皆さんの声を根拠に

こういう提言をしているということですんで、余り悩むことはねえと僕は思うとるんです

が。 

委員（上野安是君）  やっぱり市民の方の声を聞いて、それを吸い上げて執行部へ届ける

というか、こういうふうにやってくれと届けるのは、当然、議員として当たり前のことだと

は思います。ただやっぱり、それで市民の人がそうやって言よるから、執行部、行政にそれ

責任あるよという、もうここで言い切ってしもうて、だから責任ありますよというか、本当

に何も、見れば見るほど根拠が、責任があるという言い方をしとる根拠がねえというように

思うんです。本当に日本語の話なんですけど、責任というのを、どうもちょっと私がひっか

かり過ぎとるのかもわかりませんけど、やっぱりそこは責任が本当にあるのかということに

なっていって、そこは余りまだ、この委員会でもそこの部分は、こうこうこうだから、やっ

ぱり市が積極的にというか、積極的にやらにゃいけんというのはわかるんですけど、市に責

任があるという押しつけ方というのはいかがなものかなというのが、どうもひっかかってい

けんのですけど。 

委員（森本典夫君）  僕も不勉強でちょっとようわからんですけど、打っ立てから考え

て、それぞれのクラブの場所を決めるについては、打っ立てですよ。どこが決めるんでしょ

うか。 

委員（上野安是君）  それは、今の形からいえば、各運営。 

委員（森本典夫君）  打っ立てのときから。 

委員（上野安是君）  ですね。ただ……。 

委員（森本典夫君）  クラブを起こそうというふうに決めたときに、まだ組織もできてね

えわけじゃけども、準備会かなんかで、例えば木之子の場合は、幼稚園の空き教室があった

から、要請が出てから、あそこをクラブにしょうやという話で、打っ立てでそれで各地域が

決めて、市のほうは全く絡んでないんかどうかというところが、僕ちょっと思うんよ。 
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委員（上野安是君）  これ以前の話ですけど、以前の場合は、保護者のほうから、子供を

放課後見にゃいけまあという保護者のほうから声が上がって、ほならどうやってやっていこ

うか。まず、場所の選定から話をしに行って、それは多分、市へ来られたか学校へ行かれた

かわからんけども、学校のそこがあいとるようなら貸してもらえんじゃろうかというような

交渉からスタートしておるので、だからそういう打っ立てからいえば、多分運営というか、

やろうとしてる人というか、子供を放課後にしっかり見にゃいけんなと思うとる人がまとま

ってるのがもともとスタートだったと思うんです。それを今、法律もできて、上手に行政が

かかわってきてくれて、費用的なところも含めて今の形になってるんだろうと思うんですけ

ど。だから、そこが今は、全てそこを行政がこういうふうにぽんぽんぽんと決めていくとい

うことにはなってはないと。 

委員（森本典夫君）  そういうことになれば、上野委員が言われておりますように、その

「責任を負うものと考えるため」というところがひっかかってくる。行政側が場所を決める

について、かなりウエートかかって、ここへしたらどうかというようなことを、それぞれの

クラブのそのときの役員さんに話をして決めるとかということになってるんなら、この表現

でもまあまあいいかなというふうになりますが、そのあたりがそうでないということになっ

て、各地のそれぞれの組織で場所も決めてるんだということになれば、ちょっとそこらあた

りもひっかかる部分だなというふうに、今はちょっと思ってますんで、すっと読んだときに

は、特に「責任を負うものと考えるため」というてから書いてるんでも、余りひっかからな

んだんですが、ちょっとそこらあたりを表現の仕方をちょっと変えるかというふうにせにゃ

いけんのかなというふうに、今の流れからすれば、ちょっと感じたところです。 

委員（佐藤 豊君）  今回、市民福祉委員会で放課後児童クラブを視察させていただいた

知多市なんかは、本当に市が教育委員会と協力して、市が施設もきちっと対応していこうと

いう市のスタンスが明確だったと思うんです。東海市の場合の話を聞きました。ほしたら、

もう費用は全部ただという中でも、それも行政のほうがスタンスをきちっと持って運営して

いるという背景があるわけです。そういった背景というのは、子育てに力を入れていくとい

うことにスタンスを置いてるというあらわれだと思うんです。そういったことから思うと、

井原市も、ほいじゃあ本当に子育てにスタンスを置いてるのかといったときに、ほいじゃあ

行政のほうとしても、そのスタンスのあらわれとしてはきちっとやってくださいよというの

は、僕は議会として提案することに、何らおかしいことではないと。それを判断するのは行

政サイドであって、我々はそれをこうこうこういうふうに調査研究した結果としては、行政

にそのぐらいの取り組みをもうやってもらってもいいんじゃないかと。だから、そのぐらい

のことをやってくださいよという提案で、私はいいんじゃないかというように思います。 
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委員長（坊野公治君）  先ほど、今、佐藤委員が言われた分は、今後の運営面に対しての

要望についてということで、また今後、次の検討材料にはなると思いますけど。 

委員（上野安是君）  今、佐藤委員が言われたのは、公設のほうの話もされたと思うの

で、多分、今のここの委員会でほんなら公設すべきだというところの、言葉をかえれば、市

の責任で環境整備する、建物を建てるということは公設なわけですから、それを我が委員会

がそうすべきだという提言書になっとるような、極論を言えば。というふうに思うので、そ

こまでは、多分議論がそこまで煮詰まってない。やっぱり井原市が積極的に関与を当然して

ほしいし、そうなんだけど、ほんなら責任は井原市にあるから、井原市建ててくれ、トイレ

も当然きちっとせえ、何とかかんとかせえというような形で、やっぱり責任ということを言

うてしまったら、そこまでしてもらわないといけないし、もし市に責任があるんだったら、

多分委員会とすればそこまで言い切れると思うんです。それは市が責任あるから、そういう

ことなので、ちょっと。 

委員（佐藤 豊君）  ごめんなさい。話が飛びました。 

 思われることですから。やりなさいということじゃない。思われる。考えなさいよという

ことで捉えたらいいんじゃないかと思うんですが。文章で言うんならよ。 

委員長（坊野公治君）  済いません。この文章で、まだあくまで検討材料でありますの

で、文言の修正までをこの場で議論していただいても、私は結構でありますので、この文言

がどうこうではなくて、きょうこの委員会の段階で、ここの文言をちょっと厳しいんで、も

う少しやわらかい表現にしようかというご議論をいただいても私は、というか、ご議論いた

だきたいと思いますので。 

委員（森本典夫君）  いいですか。 

 こういう議論をし始めて、この文章をいろいろ読んでみて、ちょっとここのところをと思

うんが、放課後児童クラブの設置趣旨からいって責任を負うと考えるためというふうに結ば

れると思うんじゃけど、設置趣旨からいってというのは、設置趣旨というのはどういうこと

をひっ捕まえて責任があると考えるというふうに誘導されたのか。ちょっとそこらあたりち

ょっと……。 

委員（佐藤 豊君）  ①ですよね。 

議会事務局長（三宅道雄君）  提言と課題とそれぞれ整理してから話をされたほうが、今

のは提言のほうですか。 

委員（森本典夫君）  提言のほうの、「設置趣旨からいって責任を負うものと考える」と

いう結びになっとるわけじゃけど、その設置趣旨がこうこうこうじゃから責任を負うものと

考えるというふうに、どこを捉まえてなったのかというあたりが、上野委員が言われるよう
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なことを解決する方法でもあるんじゃないでしょうか。 

委員（荒木謙二君）  まず１個ずつ、課題のほうから。課題の文言ということで。 

議会事務局長（三宅道雄君）  佐藤委員のほうですね。 

委員（荒木謙二君）  上野委員が言われた市の責任においての、「責任」が重たいんじゃ

ないかというふうなことだったと思うんで、文言として、一つの案として、市の責任におい

ての「責任」というのをとって、「市において整備改修を行うべきもの」とすると、ちょっ

とやわらこうなるんじゃないかなと。文言としてではです。そういった、１個ずつちょっと

やっていかんと、あっち飛んだりこっちへ飛んだりしたら、もう一回正副委員長で頑張りな

さい言われるかもしれん。 

議会事務局長（三宅道雄君）  ８ページの課題のところなんですけれども、作成に参加さ

せていただいた事務局のほうから言うのもちょっとおかしな話なんですが、課題、現状を述

べるという形になってるとするならば、１つ目の最後に「行うべきと思われるもの」であろ

うとも、「行うべきものとする」であっても、これは感想になってしまっておって、具体的

事実じゃないので、ちょっとそこのとこで、ここで既に、どっちかというと提言の内容に踏

み込んだような表現になってしまっておると考えられます。ですから、ここがちょっと整理

が必要なのかなと。２番目のポツについては、施設が現にあるよというふうな現状を述べて

いる。現状こそがまさに課題というふうな捉え方ですので、これはいいんですけど、１つ目

については、「解消を行うべきものと思われる」とか「行うべきものとする」とかというの

は、方向性を示してあるので、課題に対する方向性というのは次のページで提言で示される

べきなのではなかろうかなというふうに思われます。 

委員（荒木謙二君）  文言としては、「改修する必要がある」というふうなことの文言じ

ゃったら課題になる。 

議会事務局長（三宅道雄君）  「改修する必要がある施設が多い」とか。 

委員（荒木謙二君）  そういう文言じゃったら課題になるわけですね。 

議会事務局長（三宅道雄君）  だと思います。 

委員（荒木謙二君）  「市において整備改修を行う必要がある」だったら課題になるんで

すか。 

議会事務局長（三宅道雄君）  そうですね。直さなければならない施設があるというのは

課題の一つでしょう。誰が直すかというのを決定するのも課題なのかもしれませんね。 

委員（荒木謙二君）  なるほどな。 

議会事務局長（三宅道雄君）  切り分けとしては。今そこのところは非常にあやふやで、

大規模になってくれば市が参加、補助金出してくれて、小規模な、例えば下水が詰まったと
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か水の出が悪いとかというのは自分たちでやらなければいけないというふうな、どこのライ

ンなのかというのが明確でないとかということが、まさに課題なのかもしれませんですし。 

 それを一切市のほうでやるべきだというのが、あるいは大規模修繕に限って、あるいは大

規模改修に限っては市のほうで積極的に行うべきだというのは、やはり次の９ページにかか

った提言のほうに、これは委員会、議会としての考え方ですよというところであらわれてく

るのかなと。課題というのは、現にある様をそのまま述べるのが課題であって、そこに何ら

かの議会側のバイアスが入るというのは、本来あるべきではないことなのだというふうに考

えます。 

 もう一つ言えば、そのもともとの話といたしまして、先ほど、佐藤委員が、知多市とか東

海市の例を出されましたけども、全体の利用者では１９．９％という形のお子さんが利用さ

れていらっしゃると。これを議会としては多いというふうに認識するのか少ないと認識する

のか。あるいは、もっともっと利用されたほうがいいというふうに考えておると。それが子

育て支援に資することだということがどこかに、確かに４ページのところにちょろっと多い

地区もあるというふうなことが書いてあるんですけども、逆に言うと、利用されてない方が

８割いらっしゃるということをどういうふうに認識してるのかなというふうな視点が、子育

て児童クラブの整備を必要とする根拠としてはやっぱり要るのかなというふうに感じるとこ

ろではございます。 

 あくまでここに出ているアンケート調査、いろいろなものは、全て利用者の方のご意向で

ございまして、利用されてない方たちがどういうふうに認識されとるかというのは全く調査

の対象外でございますから、そこらの見解がどうなのかというのを踏まえた上で、高所から

議会としてこういうふうに判断したんだよというふうな視点も、議会としては必要なのかな

と思うところでございます。 

委員（佐藤 豊君）  確かに、局長が言われることはもっともなところがあると思いま

す。知多市とか東海市の実情と、井原市の実情、子供の放課後児童クラブに登録されとる子

供の数が、小学校の割合が、井原市の同率程度なのか上なのか下なのか、そこまでちょっと

覚えてませんけども、そういった実情はあると思いますんで、そういったことも勘案してい

かなければならない。利用してない人のことのサイドも考えていかにゃいけんということは

もっともなことだというふうに思います。 

 そういった中で、子育て支援というものを本当に拡充していかなければならないという、

消滅自治体じゃないですけども、本当にそういった社会全体の状況の中で、本当に本市が子

育てに力を入れてるというような方向性をきちっとするためには、そういった行政に対して

も、議会としてはそういったことについて積極的な関与をしていただくという、そういった
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方針も訴える一つの今回の所管事務調査じゃなかったかと思うんです。そういったことを訴

えさせていただく内容であるべきだと。そういった中で、今、課題と提言ということでのさ

び分けというたらあれですけども、そういった課題としてはこういう課題だと。それについ

て、議会としては提言として、こういうことを今後、行政に望むというふうなことで今言わ

れたので、そういった方向性で文章の末尾を訂正して、今回の提言書という形で出されたら

いいというふうに思います。 

委員長（坊野公治君）  それでは、ご意見が出ております文言、字句について、分けて整

理していきたいと思います。 

 まずは、８ページの現在の放課後児童クラブの施設面における課題について、これの上の

ほうについて、例えば市の責任の、この責任の言葉が重いのではないかというご意見が出て

おります。これについて、何かいいご意見というか、皆様方からの案をお聞きしたいと思い

ますが。 

 １つの案として、課題でありますので、各放課後児童クラブの運営はそれぞれ各団体、状

況であるが、児童の安全を確保するために、整備の側面については、現在各団体に任せられ

ているので問題であるというので、だからここで、後文の「市において」から後の文言は、

多分後ろの提言のほうに入るのかなと思いますので、ここにおいては現状の課題なので、例

えば私があれなんですけど、各放課後児童クラブの運営、それぞれ各団体が行っている状況

であるので、児童の……。ちょっとつながらんな。 

委員（上野安是君）  各団体に任せられているというてまでそこで言うたけどそうなのと

いう話。 

委員（森本典夫君）  児童の安全を確保するための施設整備の側面については、大規模改

修以外は各団体に任せられている。 

委員（荒木謙二君）  なるほど。 

委員（森本典夫君）  小規模はどうぞというて言われよんじゃけ。 

委員（荒木謙二君）  そういうことですね。 

委員（上野安是君）  改修以外はですね。そういう日本語が。 

委員（森本典夫君）  「任せられている。」じゃろうな。せえで、後の提言につながって

くると。 

委員（荒木謙二君）  上野委員が言われた施設整備の後の「側面」というのが要らんのじ

ゃないかというふうな、大分前に意見で言われたんですけど、そのあたりはどうですか。 

委員長（坊野公治君）  この「側面」についてはいかがでしょう。 

委員（荒木謙二君）  「施設整備については」のほうがいいんじゃないかというふうなこ
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とを言われた。 

委員長（坊野公治君）  「側面」はじゃあとるという形で。 

 では、「各放課後児童クラブの運営はそれぞれ各団体が行っている状況であるが、児童の

安全を確保するための施設整備については大規模改修以外は各団体に任せられている。」で

くくるという形でよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  ２つ目はこのままでよろしいですか。 

委員（森本典夫君）  よろしいです。 

委員（荒木謙二君）  ちょっと済いません。文言でいうたら、上が「ある」でおさまっと

んじゃけ、下が「あること」にすんじゃったら、「ある」で閉じたほうがいいんじゃないで

すか。上が「ある」でとめるんじゃったら。下。「施設がある」で終わる。 

委員（上野安是君）  できない施設がある。 

委員（佐藤 豊君）  大規模改修以外は、各団体に任せられている現状がある。 

委員（荒木謙二君）  任せられている。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  では次に、９ページの提言のほうについての文言についてご検討

いただきたいと思います。 

委員（森本典夫君）  いろいろ議論しましたけど、これでいったらどうかと思います。 

委員（荒木謙二君）  ちょっとごめんなさい。 

 文言だけでごめんなさい。１で「行うこと」で終わっとんですけど、「行うべきである」

という、である調でいったほうが。それだけです。内容は全然、先ほど言いましたように。 

委員長（坊野公治君）  では、「市において行うべきである」と。 

委員（上野安是君）  基本となる施設の改修というのと大規模改修と小規模改修とどがん

に線引きするん。 

委員（荒木謙二君）  多分、基本的には１０万円以下が運営団体で、違うかもしれません

けど、１０万円以上は市の分じゃないかなと。指定管理団体なんかにも、そういった格好で

１０万円以下は指定管理団体が行っている。それ以上は市がするというふうなことになって

おります。ただ、それは指定管理団体ではそういう契約上であって、これが児童クラブと市
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がどういった契約をしとるかというのはちょっとわからんので、そこまでは定めてないかも

しれないです。一応軽微なというたら１０万円以下だと僕は認識しています。 

委員（上野安是君）  それで、１０万円の上下で決められとるというところで、ここに書

いとる基本となる施設の改修というのは、１０万円の下ということ。１０万円以下というこ

と。ここの、じゃけそれは、何言よるかというと、課題のところへ戻って、大規模改修以外

は任せられとるわけじゃね、その運営団体に。ということは、要は、大規模改修以外も市が

やってくれりゃええがという提言にせにゃいけんわけなので、ここに基本となる施設の改修

というのは、それじゃけ。 

委員（森本典夫君）  考えるため、次の「その基本となる」を削除して、「ため、施設の

改修等」等がいろいろ意味があると思うんじゃけど、「ついては」というふうにしたらどう

でしょうか。 

 疑義がねえように。 

委員長（坊野公治君）  それでは、この考えると、その基本となる施設、施設の前の「そ

の基本となる」を削除すると。その前に「その責任を負うものと考える」というのは。 

委員（上野安是君）  そこは非常に相変わらずひっかかってるので。何か解消する。 

委員長（坊野公治君）  環境整備について、行政においてその責任を負うものとする文言

を削除するかどうか。削除というか、これを入れるべきかどうかという。 

委員（上野安是君）  イメージとすりゃ、積極的にかかわってほしいし、金も出してほし

いしというイメージは間違いねえそうなんですけど、やっぱりそこ、どうも責任という日本

語が非常に。 

委員（森本典夫君）  委員会の考え方なんで、責任を負うべきものと委員会は考えると。

したがって、施設についても直してくださいという話でいきゃええが。上野さん、どう。委

員会がそう考えておるんですよと。 

委員（上野安是君）  委員会がそう考えるんであればそうなんですけど、私個人としては

ちょっと、やっぱりひっかかるので。留保とは言いませんが、ちょっと疑義を言っておきま

す。 

委員（森本典夫君）  ほかの言い方があったら。言い回しが。それがええなということが

あるかもわからん。 

委員（上野安是君）  だから、結局そこを、「行政においてはその責任を負うものと考え

るため」をなしですよね。やっぱりカットして。 

委員（森本典夫君）  「環境整備については行政において施設の改修等に」といくわけ

か。 
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委員（上野安是君）  というか、それでまたつながらんようになったら加えにゃいけませ

んけど、やっぱりそういうことですね。行政においてその責任を負うものと考えてええんか

どうかというのは、やっぱりちょっと、やっぱり疑問です。 

委員（森本典夫君）  市においてというのがダブるけんな。今度は行政において、市にお

いてと。 

委員（上野安是君）  本当に責任が。 

委員長（坊野公治君）  では、「責任を負うべきと考える」という文言を入れるか入れな

いかという話なんですが、行政において責任を負うべきかどうかということを委員会として

入れるべきかどうかという話をさせていただいてるんですが。 

委員（上野安是君）  やっぱり責任を負わにゃいけんのじゃったら、それは負わにゃいけ

んしということで、やっぱり根拠がないので、何かそこを行政が責任を負うんだというのを

そこで何か示していただけりゃ、それで納得すりゃ、普通に。 

委員（荒木謙二君）  視察等行きましたら、こういうことを市がやってくださいというふ

うなことを皆さんお聞きしとると思うんですけど、そういった意味では、行政が積極的にや

ってくれというふうなことじゃなかったかなと。ですから、改修等については、行政、市に

おいて、積極的に対応していただきたいというふうなようなことを聞いとると思うんで、責

任というふうなことが問題であるならば、積極的に施設の改修等については市で行うべきで

あるというふうなことの文言でいいんじゃないですか。 

委員長（坊野公治君）  今、副委員長のほうから、積極的に行うべきだ。 

議会事務局長（三宅道雄君）  積極的に関与する。 

委員長（坊野公治君）  関与する。 

どうまとめりゃええですかね。 

委員（森本典夫君）  「環境整備については、積極的に行政において関与するものと考え

るため」というふうにまとめたらどうでしょうか。 

委員長（坊野公治君）  「施設の改修」をもう取ってしまって、「環境整備について」と

いう文言だけでいいという。 

委員（森本典夫君）  いやいや、それはつけとかにゃいけんのじゃけど、「責任を負う」

というところを修正するとして、「環境整備については、積極的に行政において関与するべ

きものと考えるため」それで後、今削除したとこを削除して続くというたら責任がのうなる

わ。「関与すべきものと考えるため、施設の改修等については市において行うこと」、何じ

ゃったかな。 

委員（荒木謙二君）  べきである。 
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委員（森本典夫君）  行うべきである。上野委員、どうでしょうか。 

委員（上野安是君）  すべき、べきが続きよるけど、内容とすりゃそういう。 

委員（森本典夫君）  提言じゃけ。厳格にいくんがええ。 

委員（上野安是君）  よろしいじゃないかと思います。 

あと、字句については。 

委員（荒木謙二君）  事務局とまた２人で。大体のことは。 

委員長（坊野公治君）  積極的に関与すべきであるということを入れるという形でいくと

いう形でよろしいですか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  それでは、②について、字句の。済いません、ちょっとこれは、

事前に読んで、私のほうから皆様方にご協議いただきたいんですが、下のその際、移行先に

ついては平成２３年９月議会における市長答弁のとおり、第１の移行先は小学校の余裕教室

とし、それが困難な場合は、既存の他の施設を選定する。この「既存の」というのをちょっ

と入れておくべきかどうかということをちょっとご協議いただきたいんですが。 

委員（佐藤 豊君）  他の施設ということ。すぐ既存のというので。 

委員長（坊野公治君）  というのが、「既存の」といいますと、例えばこのたび視察の中

で出た県主が、昔のＪＡを使わせてもらうからというのが既存施設だったと思うんですが、

四季が丘のように、新設も含めてあるんであれば、この「既存の」というのを入れとかない

ほうが、場所によっては全く新しい施設を建てるという話も出てくるかもしれないので、既

存であると、新築ということをなくしてしまうのかなと思いますので。ですから、ここは

「既存」をとって、「それが困難な場合は他の施設を選定するなど」という形で、済いませ

んちょっと先に言わせてもらうんですけれども。 

委員（森本典夫君）  既存のということになると、選定というのものうならにゃいけんの

んよ。他の施設を各地区の状況に応じた対応、施設など、各地区の……。既存のじゃなし

に、他の施設を。 

委員（上野安是君）  多分、既存のをとりゃ、ちょっとやわらこうなって、他の施設を選

定するで、どっかほかのところがありゃ、それがするということで、結局新設はそこの「な

ど」に入りゃ、日本語としては多分。 

委員（森本典夫君）  新設じゃったら選定ということにならんじゃろ。 

委員（上野安是君）  じゃから、選定も含めてする。「など」に新設を入れる。 
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委員（森本典夫君）  それへ入れるんか。 

委員（佐藤 豊君）  これは市長の答弁でしょ。答弁を変えられる。 

委員（荒木謙二君）  答弁は上のじゃろ。「小学校余裕教室とする」まで。 

議会事務局長（三宅道雄君）  この「他の施設を選定します」というとこまで市長が答え

とったんじゃけど、どうなんじゃろ。余裕教室を使うというところまでじゃな。そうなった

ときに、この選定というのは誰が選定する、市が選定するわけではない。今までの最近の流

れからすると、あくまでも運営主体のほうが選ばれとるという形になってます。この選定す

ることを市に求めるのはちょっとおかしな形になってきますので、やはり選定というのは、

この場合、全体の流れからするとちょっと整合性がないのかなと思われます。 

委員（荒木謙二君）  こっから全部、ここの文言をとる。各地区の状況において。 

議会事務局長（三宅道雄君）  あるいは、各地区の状況において柔軟な対応をとか。 

委員（森本典夫君）  対応をとるべきであるということは、結局市のほうには何も言わん

というこっちゃ、これでいきゃ。各施設の状況に応じて対応せえじゃけ。 

委員（荒木謙二君）  いやいや。各地区に応じて対応を市に求めとるんですね。市に求め

とるわけじゃけ、各地区の状況に応じた対応をとるべきであるでも、これ。 

委員（森本典夫君）  ええんか。 

議会事務局長（三宅道雄君）  「た」を「応じて」にかえれば客体がはっきりするんで

す。 

委員（森本典夫君）  ほんなら、「余裕教室とし」、その後削除かな。 

委員（荒木謙二君）  それが困難な場合は、各地区の状況に応じて対応。 

委員（森本典夫君）  「既存の他の施設を選定するなど」が削除か。 

それでいこう。ようなったで。それで、各地区の状況、今、局長言われたのどこ言われた

んかな。 

議会事務局長（三宅道雄君）  「応じた」を「応じて」。柔軟な対応をとる。 

委員（森本典夫君）  柔軟な。柔軟な対応をとるべきである。「既存の他の施設を選定す

るなど」を削除。 

委員長（坊野公治君）  では、この提言の内容については、先ほど皆様方からのご意見を

取り入れまして、文言の修正をしていきたいと思います。 

委員（荒木謙二君）  もう一点。 

ちょっと休憩中の話なんですけど、４ページ、「１９．９％」に直されたと思うんです

が、「３３．７％」を生かそうと思えば、「市内全体で１年から３年生までは３３．７％で

あり」、これ「また」が入っとったほうがええ思う、「また、非常に高い割合を示している
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地区もあることがわかる」にしたら、１９．９じゃったら全体じゃから、１年から３年生ま

でが３３．７％、放課後児童クラブというのは１年から３年までなんで、その３３．７％を

生かして、「であり」の後に「また」が入ってきたほうがええんかなというふうに思いま

す。 

委員長（坊野公治君）  今、副委員長からのご意見で、市内全体３３．７％という数字が

多いということを生かすのであれば、ここを「１年生から３年生で３３．７％であり、また

非常に高い割合を示している地区もあることがわかる」という文言にしたほうが、利用頻度

が高いということを強調できるということでありますけれども、このように変更でよろしい

でしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  この提言書に関しては、先ほど皆様方からご意見を取り入れて修

正いたしまして、また会期中の常任委員会のときに正式なものを皆様方に提案したいと思い

ます。 

 続きまして、提言書の提出方法についてであります。 

 これにつきましては、さきの議会運営委員会で協議させていただきまして、お手元の配付

資料の中に、議会基本条例の第７章委員会の活動のところを解説つきで配付させていただい

とります。この中の解説文の中の、３の解説文の中の後半部分なんですけれども、所管事務

調査を積極的に行います。最終的に委員会としての意見集約ができたときは、本会議で委員

長報告を行い、必要に応じて政策提案、提言として発信していくことを規定としていますと

いうふうに議会基本条例の中で明記してあるということでありますので、このたびのこの提

言書については、本会議の最終日になると思いますが、委員長報告の中でこの提言書を提出

させていただくという形で、市民福祉委員会からの報告ということをさせていただきたいと

思います。 

 その中で、提言書を出す方法として、委員長報告でありますので、議案の報告とかと並べ

て、委員長として報告させていただきますという形で、これを全て読むという形にはならな

いと思いますので、まずはこの「初めに」の提言書を策定する策定に至った経緯からを報告

させていただいて、あとはそれを含めての調査研究を入れて、現状説明における課題を報告

させていただいて、最終的に提言という形で、読み原稿といったらあれなんですけれども、

ある程度、皆さんにわかっていただく内容で提言書のほうを作成して、本会議でさせていた

だきたいと思いますが、そういう形をとらせていただくことでよろしいでしょうか。 
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委員（上野安是君）  本会議で委員長報告された、今のこういうふうにやりましたよとい

う、こういうふうに意見をまとめましたよという形を報告される。それから、提言書を提出

するというところまでを報告されるということですか。 

委員長（坊野公治君）  はい。提言書を提出させていただきますというふうな形で。後で

委員会、他の議員の人に市民福祉こういうふうにやりましたよというのを報告すると。要

は、後日、別個に、そこは提言書は、それで持っていかれるということですね。だから、今

回の本会議は、この提言の内容、市民福祉がこういうふうにまとめたよというのを議長に対

して報告されるということでよろしいんですね。 

委員長（坊野公治君）  ということになりますね。 

委員（上野安是君）  ちょっとこの前、議運での議論で、森本委員がイメージされとった

のも今のそれでよろしい。 

委員（森本典夫君）  はい、いいです。だから、それは議長にということでなくて、最終

的には執行部へという提言になるわけだと思いますけど。 

委員（上野安是君）  今回の委員長報告が、要は議長に対してこういうふうに市民福祉委

員会はしたよという話と、こういうふうにまとめたよという話と、今度、執行部に対して提

言書を提言しますよというような報告ということなんでしょう。 

委員（森本典夫君）  それは事務局、どんなんかな。提言の相手はどこになるん。 

委員（上野安是君）  今のイメージでいやあ。 

委員（森本典夫君）  提言はどこに対して提言するか。井原市長殿じゃねえん。 

議会事務局長（三宅道雄君）  それは今さら事務局にお聞きいただくべき事柄ではないと

いうふうに私は理解しとります。 

委員（森本典夫君）  今さらというてもようわからん。 

委員（上野安是君）  それは、もうあくまでも相手は執行部というか市長なんで、そこの

道筋というか、この前ちょっと私が議運のメンバーじゃないので、そこで話はしなかったん

ですけど、森本委員が言われたんが、要はそこで報告したら、そこで終わりじゃないんです

けど、こうこうこうで、その場で執行部に対してこうこうこうで、ものがみたいな話を議運

にかけられたんかなと思うて話を聞きよったんですけど、それはそうじゃのうて。 

委員（森本典夫君）  この前の委員会でどうするかなという話になって、それで報告しま

しょうやという話になったと思うんじゃけど、その報告の仕方が、ちょっと僕がこの議会基

本条例を改めて見よったら、説明のところの３にこういうのがあったんで、委員会でどうす

るかなという話より前に、こういう基本条例の解説のところにあるんで、やり方としたらこ

れでいくべきではないんかなという話をしたんです。それで、これでいかにゃいけんかなと
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いうのが今の委員長の話です。 

委員（上野安是君）  ということで、多分今回、他の委員会に先立ってこういう形でやる

ので、そこから後、ほかの委員会がどういう形、実はこれを、基本条例をつくったときに、

こういうやり方でこういうふうにやりましょうとシステム的につくれてないので、多分今回

が、えいやあでやってみてどうかなみたいなことになろうとは思うんですけど、多分、他の

委員会も、それがいいかどうかというか、そういう流れでええんかなというのは、ここしか

実際には、解説はちょっと置いといて、１４条の３項にしか書いてはないんで、あとその辺

はきちっと、今後は決めていくべき。それが議運で決めるのか広聴広報で決めるのか、多

分、今の流れでいえば議運で決めるべきことだろうとは思うんですけど、多分決めていっと

かにゃ、今後はいけんのじゃないかなとは思う。 

 だから、今回のやり方は、もうそれでここに書いてあるとおりにやるということなのでオ

ーケーだろうと思います。 

委員（森本典夫君）  そこらについても、全体的に逐条的に解説しとるわけなんで、その

解説が妥当なんかどうかというのはまた、どっかの組織でかっちりして、議会基本条例につ

いて論議して、逐条的に解説をしとるわけじゃから、その解説が妥当なかどうかというのは

またせにゃいけんのじゃないかなというふうな話も、局長ともちょっとしたんじゃけど、そ

ういうこともしていかにゃいけんけど、当面はこういうことが基本条例で決まっとるわけな

んで、まずはこれでいかにゃいけんのかなというふうに思いよるし、ほかの委員会でも、こ

れが変わらん限りこれでいかにゃいけんのじゃないかなというふうに、ちょっと矛盾が出て

くるかもわからんけど、そういうことに、改正されるまではこれでいかにゃいけんのじゃな

いかなというふうに僕は思ってますけど、今後、実施し出して、何ぼかたったし、具体的に

こういうなんが出てきたからおいおいということになったわけじゃけど、全体的に見直すと

こがあれば見直して直していくと、解説も含めて、条文も含めて、そういうのが必要じゃな

いかなと。それに、これをつくるのにかかわった人というのは、議員さん、大分少のうなっ

とるわけじゃから、そういう意味では、実情に合わせてということも必要だろうなというふ

うに思います。 

委員（上野安是君）  ということは、今回の市民福祉の一連の流れをもって、それを多

分、今これを検討する機関というと、うちでいえば議会運営委員会なので、それは議会運営

委員会にうちの市民福祉の委員長から持っていってもろうて、こうこうこうでこういうふう

にやったけど、さあどうなんかなというのをちょっと一応どこかで検証ではないんですけ

ど、やっぱりそれでええんじゃろうなというのは、全議員、どっかで共通認識というか、持

っておかないと、毎回毎回何かどうじゃったかなというような話になるし、今回の場合、意
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見集約はできて、それがたまたま提言という形に結びつきましたけど、意見集約で、ああよ

う勉強したなで終わることもあるだろうし、多分それも、ここでいえば報告をせにゃいけん

ような格好には書いてあるので、そこも含めて、もう一回、やっぱり議会運営委員会で基本

条例のこの項については、せっかく今動いているので、検討すべきことかなとは思います。 

議会事務局長（三宅道雄君）  ちょっとよろしいですか。 

 技術的なお話をさせていただきますと、地方自治法第１０４条地方公共団体の議会の議長

は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表するというのがご

ざいます。これの解釈の中で、対外的には議長は議会を代表する、議会の対外的な意思表示

は常に議長の名においてなされるというふうな形になっております。この意見書をどういう

ふうに取り扱うかということが、この根幹にかかってくることだろうと思うんですけれど

も、もう一方、委員会というのが第１０９条にございまして、常任委員会はその部門に属す

る当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。それから、

第９項で、常任委員会は議会の議決に付議された特定の事件については、閉会中もなおこれ

を審査することができるとなっております。常任委員会のあり方につきまして、まず解釈の

中、議会の内部的な機関として構成されるものであり、議会の案件についての予備的、専門

的な審査機能を有すると。議案を提出することもできることとなって、これは改正地方自治

法です。議会と離れた独立の意思決定機関ではないというふうな解釈もございます。そうい

う中で、委員会の関係と議長の、先ほども申し上げた関係性の中で、この議会基本条例の解

釈が果たして妥当性があるのかどうなのか。どの程度の法的に重みのある提言書、提案書、

あるいは政策提案という形になってくるのかというのは、先ほど副議長がおっしゃったよう

に、あるいは森本委員もおっしゃったように、全体的なご議論を改めていただく必要がある

のかなというふうに、事務局としては考えておるところでございます。 

委員（佐藤 豊君）  基本条例の扱いですけども、基本条例を言うことは、一応井原市の

表現が当たってるかどうか、法律ですから、それを議決して進めていきよる中で、こういっ

た内容の取り組みというものが記されて進んでいきよる中で、今回初めてここまでの所管事

務調査で提言をする状況まで行ったということの中では、先ほど副議長のほうからも、今後

のこともあるので、きちっとしたプロセスというものを形成しとったほうが、後に続く各委

員会での所管事務調査の提言についてはそれを踏襲していただくことが議会としてはスムー

ズにいくという意味合いのことを言われたと思うんです。そういったことで、まずは議運の

ほうで、その流れを協議していただいて、議長が最終的に委員会で提言をつくりましたと。

それで、議長にそれを一読、見ていただいて、議長から市民福祉委員会の提言として執行部

に提出していただくプロセスができるのかどうなのか。そういう流れでいいのかどうなの
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か。その辺のことも議運のほうで熟議していただければありがたいがなというふうには、今

のところの思いとしてはあります。 

委員長（坊野公治君）  これに関しては今後の課題でもありますので、このたびの市民福

祉委員会としては、議会基本条例に沿って提言書のほうを報告させていただきたいと思いま

す。 

 また、この原稿については、委員長、副委員長、また事務局のほうで作成いたしまして、

本会議中の委員会のほうで、また皆様方にご議論いただきたいと思います。 

 それで、それを報告した後に、これはやはり執行部に対して、市長に対して提出をしてい

きたいと思います。その提出方法についてですが、市長のほうにアポイントをとりまして、

例えば委員皆さんで行くのか、委員長、副委員長で行くのか、その辺はちょっとここで決定

しておきたい、この決定をもってして、市長のほうにアポイントをとるという形になると思

いますが、早ければ、閉会日かそれに一番近い日になると思いますけども、それは委員皆さ

ん、どのようにお考えになりますか。委員皆さんで行ったほうがいいのか、委員長、副委員

長で行ったほうがいいのか。 

委員（森本典夫君）  委員長、副委員長で代表して行っていただければ十分だと思いま

す。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  では、委員長、副委員長で、市長のほうにこの提言書を提出させ

ていただくという形をとらせていただきたいと思います。 

 それで、施設整備に関しては、この提言書という形で一区切りという形になると思います

が、今後この放課後児童クラブについての所管事務調査について、今後の調査方法につい

て、また皆様方とご協議をしていきたいと思います。次は、先ほども申したように、運営形

態についての協議という形になると思いますが、それに絡みまして、この９月議会の中での

委員会の中での所管事務調査についての質疑事項また資料要求について、佐藤委員、また荒

木副委員長のほうからご意見が出ております。これについて、皆様方のご意見をお聞きした

いと思いますが。 

 この９月議会の市民福祉委員会においては、この放課後児童クラブについてはこの件につ

いて資料要求をして、執行部から説明をいただいて協議するという形をとらせていただいて

よろしいでしょうか。 
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            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君） では、これを採用させていただきたいと思います。 

委員（森本典夫君）  それはそれでいいんですが、調査方法というのは、現地視察、アン

ケートの実施というのがあるんじゃけど、またこういうのをするという意味ですか。 

委員長（坊野公治君）  済いません。これについては、今定例会、アンケートについては

もう実施したという形で、済いません、ちょっとこれは書いとるんですが、今後の調査につ

いて、先ほども私が会議の中で申したんですが、他市町の状況も把握するという形で、これ

はこの開会中の委員会にはなかなか間に合わないかもしれないんですが、閉会中の調査とし

て、例えば近隣の笠岡であったり福山であったり、浅口市、そういった近隣の現在の放課後

児童クラブの運営状況についての調査をするという形はとっていかなければならないなとい

うふうに思っているんですが、それもきょうここでご決定いただければ、事務局を通じまし

て、近隣に対して調査依頼をかけるという形をとらせていただきたいなとは思うんですが。 

委員（森本典夫君）  現地視察等々については、今、委員長が言われたような形で行って

いろいろ現地の話を聞くということで大丈夫だと思うんですが、アンケートの実施について

ちょっと僕は問題提起したんで、これをまた改めてやるんかなという、ここへ載すというこ

とは。ほな、ここを削除してしまうということでええんでしょうか、どんなんでしょうかと

いう話。 

議会事務局主任（大山次郎君）  今、この様式は、調査期間を見ていただくとおり、当初

に上げたものをそのまま何も変えずに出しておるんです。それがちょっと適当なのかどうか

確認をさせていただいて、そのまま継続調査中なので、そのままいくべきなのか、また出す

ときに内容を変えて出すべきなのか、ちょっとそこは済いません、確認をさせていただい

て、削除すべきであればするということで。 

委員（森本典夫君）  調査期間を２６年９月からというのにしたのが実情に合うんじゃね

えんかな。 

委員（佐藤 豊君）  スタートがあるわけじゃね。スタートがあってということじゃか

ら、その中でのあれじゃから、所管事務調査だから、こういう形でくくらにゃいけんという

のがある。だから、アンケートは済んだんじゃけど、一応期間内での取り組みという形の中

で、このアンケートの実態調査というようなこともここに入れにゃいけんかったという。 

委員（森本典夫君）  基本的な考え方として、９月議会に対してこういうのを出そうとい

う話なんで、ですから改めて、こういうのを調査研究していこうではないかというような考

え方なのか、今、大山さんが言われたように、打っ立てのときにこれが出とってそのままず
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っといくのがええのか。僕は、前段じゃねえかなというふうに。調査期間については、９月

議会に向けて、所管事務調査としてやっていこうという話になるんじゃねえかなというふう

に思うんですが、そこらどんなんかな。 

委員長（坊野公治君）  事務局、どんなでしょうか。 

委員（佐藤 豊君）  調査期間じゃけ。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  所管事務調査としまして、市民福祉委員会がこの放課後

児童クラブを調査事項に取り組むときに、一番最初に、調査事項、目的、方法、期間は一番

最初に決定した事項なんで、それはこれでいいと思うんですが、変えずに。今回、９月の委

員会のときに、執行部への質疑事項として、資料要求請求としてこれだけのものをしますよ

ということなので、そういう理解で。 

委員（森本典夫君）  その都度その都度出すということは、その都度その都度、前回のは

切れとるという判断はしないわけ。その都度出すということは。議会の前に出しよるが。ほ

かのとこだってそうじゃけど。だけど、今、次長が言われたように、打っ立ての期間をその

ままずっと行くのかどうなのかという話なんじゃ。じゃから、その都度、その都度出しなさ

いということは、その都度、その都度打っ立てが変わるんじゃねえかなというふうに僕は思

いよるわけ。そりゃそうじゃねえ、今、次長が言われたことなんじゃということになりゃ、

一つもこれで問題ない。アンケートというのもここへ載せとっても問題一つもない。 

議会事務局次長（岡田光雄君）  既に提案されている調査事項につきましては、継続して

調査するときには再度提出をお願いしますという、うちも依頼文を出しております。それに

ついては、毎回出していただく。ただし調査事項、目的、方法、期間は最初に定めたものと

いうことでいいと思います。 

委員（森本典夫君）  了解しました。 

委員長（坊野公治君）  それでは、放課後児童クラブについての次期定例会中の所管事務

調査についての質疑事項、資料要求についてはこれで決定いたしたいと思います。 

 

            〈異議なし〉 

 

〈子ども・子育て新制度について〉 

 

委員長（坊野公治君）  この件につきましては、前回の委員会の最後で、森本委員さんか

ら提出がありました市に対する要望事項についての取り扱いについて、次の委員会で検討す

るというふうにさせていただいておりました。これについて、この森本委員さんから提出の
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子ども・子育て支援新制度導入に対する支援の要望６項目あります。これについて、本日は

まずはこれについてのご意見を皆様方からいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員（森本典夫君）  ９月の初めだったと思うんですが、子ども・子育て会議が開かれま

して、井原市子ども・子育て支援事業計画（仮）というのがあって、平成２７年から３１年

度ということで、計画素案というのがこの会議へ出されまして、たたき台としていろいろ議

論されました。そういう中で、９月が４回目の会議だったんですが、あと５回目を１１月に

予定して、それからあと１２月議会で説明資料を出して、それから６回目で答申予定という

ことで、これが２月か３月になるんじゃないかというふうに、月は言わなんだんですけど、

そういう形の流れになっております。この支援事業計画をかなり細かく論議をして、僕も傍

聴しましたんで、資料をもろうとるんですが、そういう中で、ここの１から６までにかかわ

る問題が、この中へかなり盛り込まれているというふうに思いますので、先般では、条例を

つくるのにこういうのをという話がかなり強調されて、自分もそういうふうな言い方したん

ですが、この仮の計画、計画素案なんかを見ますと、ここの６項目を要望として出しとるわ

けですが、このことがこの計画素案をつくるについて一定の考え方を示しているんではない

かなというふうに思うんで、そういう意味では、この中のもので、これはもう計画素案をつ

くるについて必要ないんではないかなということについては削除するとかというようなこと

も含めて議論をしていただければなというふうに、改めて思うところです。 

委員長（坊野公治君）  前回の議論では、条例案に対してこの要望を出されているという

形で私も理解をしとったんですが、今、森本委員が言われたように、前回、子ども・子育て

会議で出された計画素案に対しての要望という形で。 

委員（森本典夫君）  この前はそういう、条例をつくるについて委員会として意見をとい

う話の中で、条例をつくるのに委員会がどうこう言うことにはならんのではないかという論

議もあったと思うんですけど、この６項目について、ここへ目次がずっとありますけれど

も、この第４章などによりますと、教育、保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込

みと提供体制というので、教育、保育提供区域の設定、教育、保育の量の見込みと提供体

制、それから地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制という項があって、４章

ではそこらあたりが割と具体的に書かれてるんで、そういう中で、僕の要望なんかも取り入

れてもらって、一応要望として出して、こういう素案をつくるのに生かしていただけるので

はないかなというふうなことで、改めて条例をつくるについては大変基本的な問題で、全国

の自治体が条例をつくっていくわけで、そういうのをつくる中で、いろいろな問題が出てく

るだろうと思うんですが、この素案をつくるについての僕の要望なんかを、委員会として出

していただいて、今年度中にでき上がるだろうと思いますが、答申がされるわけですから、
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その中に生かしていただきたいというふうなことを改めて感じましたので、そういう提案に

させていただきたいというふうに思います。 

委員長（坊野公治君）  どうしましょう、昼。続けていきます。 

 １２時になりましたけど、続けていくのでよろしいですか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  今、森本委員さんから説明がありました。条例案についてという

ことではなく、この子ども・子育て事業計画、仮なんですけれども、これについてこの中で

必要なことについて委員会として要望していくという、方向転換というか、改めて本日提案

がありましたけれども、ただこれについては、多分皆さん資料を持ち合わせてない、多分傍

聴されてない方には……。 

委員（森本典夫君）  傍聴した人だけ持っとるな。 

委員長（坊野公治君）  私は傍聴しましたから持ってますけれども、傍聴されてない方に

ついては資料を持たれてないと思いますので。 

委員（森本典夫君）  膨大な書類で、５６ページまである。 

委員長（坊野公治君）  きょう、ちょっとこれについてここで議論するという形はなかな

か難しいのかなというふうに思います。 

委員（森本典夫君）  向こうへ言やあくれるんじゃろうな。 

委員長（坊野公治君）  ですから、ちょっと。 

委員（森本典夫君）  きょうもらうんでなくて後。 

委員長（坊野公治君）  午前中に引き続いての協議でありますが、子ども・子育て支援事

業計画（仮）の資料に対して、森本委員さんが出された要望というか、質問事項というんで

すか、これをどのように取り扱うかということでありますが、先ほど、佐藤委員さんが休憩

中に、子育て支援課のほうに計画の資料をというふうに言われたんですが、担当課から連絡

がありまして、子ども・子育て会議が終了したということでありますので、あくまで仮の計

画でありますので、修正をかけとるというふうな形で、この状態の資料がないということで

あります。ですから、こちらで、私がちょうど持っておりますので、私の資料を焼いていた

だきたいというふうなお話がありました。次の委員会、例えばこれを、きょう今から焼い

て、ここでまた討議するという形にはならないと思いますので、この件に関しましては、こ

の資料をコピーしていただいて、開会日に皆さんに配付させていただきたいと思います。そ

れをもって委員会までに熟読していただきまして、委員会の日に、改めてこの件について協
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議するという形でいいのではないかなと思うのですが、そのような形でいかがでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  では、森本委員さんから出されましたこの要望事項、質問事項に

対しての取り扱いについては以上のようにさせていただきたいと思います。 

 それに続きまして、済いません、失礼いたしました。 

 あと、定例会中の所管事務調査、子ども・子育て支援新制度についての調査項目また資料

要求についてなんですけれども、とりあえず本日までに出されてた案件につきましては、調

査項目については佐藤委員のほうから、新制度における本市への影響について、また影響が

あればその改善策というふうなことで調査、提出されております。資料要求については、こ

のたびは皆様方から要望が出ておりませんが、資料要求については、先ほど、森本委員さん

から言われてた、第４回の子ども・子育て会議の資料が、このたび月曜日に配付する資料に

なると思いますので、その資料をもって議論をさせていただきまして、執行部に対しての調

査項目については、この佐藤委員から提出されました新制度以降についての影響について、

また影響があれば改善策についてを取り上げたいと思いますが、そのような形でよろしいで

しょうか。 

 また、それプラス追加のご意見があれば、皆様方からお聞きしたいと思いますが。 

委員（森本典夫君）  今後の流れについてをちょっと聞いていただければと思います。 

委員長（坊野公治君）  今後の流れとは、計画、タイムスケジュールというか。 

委員（森本典夫君）  そうですね。それをして、答申を受けて、今度はその次の段階に入

るんじゃろう思うんじゃけど、条例つくるとかというようなことになって、今までの説明で

は、来年度からすぐにということにならんような言い方しよりましたけど、実際にそうなん

かどうなのかというぐらいのところで、見通しがわかれば。 

委員長（坊野公治君）  ただいま森本委員さんのほうから、タイムスケジュールを含めた

今後の流れについてをお聞きしたいというご意見がありました。これもお聞きするという形

でよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  今まで申し上げた２項目、また資料については、先ほどの資料を

皆様方に提出するという形で定例会中の委員会の子ども・子育て支援新制度についての所管



- 33 - 

事務はそのようにしていきたいと思います。 

 本日の議題の所管事務調査については以上となります。 

 

〈その他について〉 

 

委員長（坊野公治君）  こちらからはありませんが、皆様方から何かございますでしょう

か。 

 事務局からはないですか。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（坊野公治君）  本日の市民福祉委員会を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 
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